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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 （千円） 8,984,223 10,503,735 12,247,048 13,796,280 14,631,505

経常利益又は経常損失（△） （千円） △253,709 986,392 1,823,893 1,858,593 1,821,942

親会社株主に帰属する当期純利益又は

親会社株主に帰属する当期純損失

（△）

（千円） △215,071 978,530 1,214,939 1,077,496 1,155,758

包括利益 （千円） △215,071 978,530 1,214,939 1,077,496 1,155,758

純資産額 （千円） 1,138,118 2,136,028 3,254,664 4,095,757 5,024,778

総資産額 （千円） 2,633,767 4,252,685 5,715,187 6,754,946 7,506,847

１株当たり純資産額 （円） 27.08 50.76 77.36 98.29 121.94

１株当たり当期純利益又は１株当たり

当期純損失（△）
（円） △5.35 23.29 28.88 25.69 27.78

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 （円） － 22.00 27.42 － －

自己資本比率 （％） 43.17 50.20 56.93 60.63 66.94

自己資本利益率 （％） △22.49 59.81 45.09 29.32 25.34

株価収益率 （倍） － 12.54 11.35 10.20 7.96

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △360,606 843,705 1,875,917 1,558,532 1,099,173

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △177,136 △228,372 △79,760 △130,716 △183,378

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 748,404 241,167 △163,407 △479,269 △436,889

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 931,220 1,787,720 3,420,470 4,368,673 4,849,729

従業員数
（人）

59 63 70 102 125

（外、平均臨時雇用人員） (6) (6) (4) (4) (9)

（注）１．第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できないため、また１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。第22期から第23期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

２．第19期の株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。なお、当社株式は2022年12月22日

付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。

３．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（　）に外数で記載しております。なお、臨時雇用者とは、

アルバイトであり、派遣社員を除いております。

４．2022年６月23日付で株式１株につき1,500株の割合で株式分割を行いました。第19期の期首に当該株式分割

が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)及び潜在

株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。

５．2022年８月22日付でＡ種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのＡ種優先株式１株に

つき普通株式１株を交付しております。また2022年９月７日付で当Ａ種優先株式を全て消却しております。

６．当社は2022年12月22日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、第20期の潜在株式調整後１株当た

り当期純利益は新規上場日から第20期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

７．2022年９月７日開催の臨時株主総会決議において種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 （千円） 782,678 866,511 977,618 1,095,473 1,323,295

経常利益 （千円） 440,393 501,887 550,638 142,295 87,783

当期純利益 （千円） 398,646 455,051 379,819 52,484 10,596

資本金 （千円） 877,012 877,012 877,012 961,631 961,631

発行済株式総数       

普通株式 （株） 22,164 42,054,000 42,054,000 42,568,400 42,568,400

Ａ種優先株式  5,872 － － － －

純資産額 （千円） 1,979,126 2,453,558 2,737,074 2,553,156 2,337,014

総資産額 （千円） 2,349,951 3,017,396 3,345,213 3,127,820 2,896,768

１株当たり純資産額 （円） 47.10 58.31 65.06 61.27 56.71

１株当たり配当額
（円）

－ － 5.78 2.59 2.93

（１株当たり中間配当額） (－) (－) (2.29) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 9.91 10.83 9.03 1.25 0.25

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
（円） － 10.23 8.57 － －

自己資本比率 （％） 84.18 81.28 81.79 81.63 80.68

自己資本利益率 （％） 26.75 20.54 14.64 1.98 0.43

株価収益率 （倍） － 26.96 36.32 209.38 884.00

配当性向 （％） － － 64.0 207.0 1,172.0

従業員数
（人）

59 63 70 102 125

（外、平均臨時雇用人員） (6) (6) (4) (4) (9)

株主総利回り （％） － － 114.3 92.5 79.5

（比較指標：配当込み

TOPIX）
（％） (－) (－) (141.3) (139.1) (187.3)

最高株価 （円） － 502 550 379 319

最低株価 （円） － 287 254 211 201

（注）１．第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり期中平均株価が把握できないため記載しておりません。第22期から第23期の潜在株式調整後１株

当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．第21期の１株当たり配当額5.78円には、創業20周年記念配当2.29円を含んでおります。第23期の１株当たり

配当額2.93円については、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

３．第19期の株価収益率は、当社株式が非上場であるため、記載しておりません。

４．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（　）に外数で記載しております。なお、臨時雇用者とは、

アルバイトであり、派遣社員を除いております。

５．2022年８月22日付でＡ種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのＡ種優先株式１株に

つき普通株式１株を交付しております。また2022年９月７日付で当Ａ種優先株式を消却しております。

６．第19期から第20期の株主総利回り及び比較指標は、2022年12月22日付で東京証券取引所グロース市場に上場

したため記載しておりません。第21期以降の株主総利回り及び比較指標は、2023年３月期末を基準として算

定しております。

７．2022年９月７日開催の臨時株主総会決議において種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

８．2022年６月23日付で株式１株につき1,500株の割合で株式分割を行いました。第19期の期首に当該株式分割

が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益を算定しております。
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９．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。ただし、当社株式は2022

年12月22日付で東京証券取引所グロース市場に上場されており、それ以前の株価については該当事項があり

ません。
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２【沿革】

年月 概要

2003年５月 東京都新宿区において、資本金10百万円で当社設立

2004年10月 ダウンロード可能な携帯電話向けフルブラウザ「jigブラウザ」提供開始

2010年５月 携帯電話向けTwitterクライアント「jigtwi」提供開始

2013年６月 福井県鯖江市に本店移転

2014年４月 プログラミング専用こどもパソコン「IchigoJam」提供開始

2014年６月 行政向けオープンデータ化支援サービス「オープンデータプラットフォーム」提供開始

2015年９月 動画・ラジオでの生配信アプリ「ふわっち」提供開始

2016年４月 株式会社A Inc.の全株式を取得し、子会社化

2016年５月 株式会社appwindow（現：株式会社B Inc.）設立

2017年１月 株式会社appwindowの社名を株式会社B Inc.に変更

2017年３月 株式会社A Inc.に対し一般消費者向け関連の一部（「ふわっち」等）を事業譲渡

2017年３月 株式会社B Inc.に対し自治体向け・企業向け関連の一部（「オープンデータプラットフォーム」、

「IchigoJam」等）を事業譲渡

2022年８月 福井県鯖江市に自社ビルを建設し、本店移転

2022年12月 東京証券取引所グロース市場に株式を上場

2023年10月 VTuber事業を開始

2024年10月 東京都渋谷区桜丘町１番１号に東京本社を移転

2024年12月 株式会社ブライトテーブルの全株式を取得し、子会社化（株式会社C Inc.へ商号変更）

2025年４月 株式会社アンビリアルの全株式を取得し、子会社化

2025年12月 スマート眼鏡ブランド「SABERA」を設立し、スマート眼鏡事業を開始

2026年４月 株式会社バチェラーデートの全株式を取得し、子会社化（株式会社Mirisへ商号変更）
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社、連結子会社４社（株式会社A Inc.、株式会社B Inc.、株式会社C Inc.及び株式会社アンビ

リアル）の計５社で構成されており、一般消費者向け関連、自治体向け・企業向け関連を主な事業として取り組んで

おります。

セグメント 事業・サービスの名称 主な事業・サービスの主な内容

一般消費者向け関連

ライブ配信事業 ライブ配信サービス「ふわっち」を提供

ブラウザ事業
フィーチャーフォン向けフルブラウザアプ

リ「jigブラウザ」を提供

VTuber事業 VTuberに関連するサービスを提供

飲食店予約代行事業
飲食店予約電話代行アプリ「Pecotter（ペ

コッター）」を提供

バーチャル音楽ライブ配信事業
バーチャル音楽ライブ配信サービス

「topia（トピア）」を提供

自治体向け・企業向け関連

こどもパソコン事業
プログラミング専用こどもパソコン

「IchigoJam」を提供

オープンデータプラットフォーム事業
自治体向けに「オープンデータプラット

フォーム」を提供

 

　当社ならびに連結子会社の事業における位置づけ及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

　なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。

 

(1）一般消費者向け関連

①　ライブ配信事業（株式会社A Inc.）

（ア）ライブ配信事業の概要

　ライブ配信サービス「ふわっち」を提供しております。

提供しているサービス形態

名称 概要

ふわっち
 

 

アプリ（iOS版、Android版）

「ふわっち」で、ライブ配信及びライブ配信の視聴ができ

るアプリです。誰でも簡単に配信できるようアプリを立ち

上げてからボタン一つで配信を開始できるように設計して

います。

whowatch.tv
 

 

「ふわっち」のウェブブラウザ版

PCからアクセスしてライブ配信やライブ配信の視聴ができ

ます。

 

　「ふわっち」ではスマートフォンやPCを用いて誰でも簡単にライブの視聴、配信を行うことができます。

ユーザーは、スマートフォンに搭載されたカメラ等を通じてライブ配信を行う配信ユーザーと、そのライブ

配信をスマートフォンやPC等を通じてリアルタイムで視聴する視聴ユーザーに大別されます。ユーザーはラ

イブ配信及びライブ配信の視聴を原則として無料で行うことができ、配信ユーザーによるライブ配信は「ふ

わっち」内で全てのユーザーが自由に視聴することができます。

　視聴ユーザーはライブ配信をリアルタイムで視聴するとともに、配信中にスマートフォンやPC等の画面内

に表示されるコメント欄に自身のコメントを送り配信ユーザーや他の視聴ユーザーとリアルタイムでコミュ

ニケーションを取ることや、無料／有料のアイテムを利用することで、ライブ画面を盛り上げるエフェクト

を発動することができます。当社グループにおいては、ライブ配信中に視聴ユーザーが使用するアイテムの

販売が当社グループの主な収益となり、2026年３月期の当社グループ収益の約95％を占めています。
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　配信ユーザーは自身の行う配信において、視聴ユーザーの数や無料／有料のアイテムを視聴ユーザーから

どの程度受け取ったかなどを含む配信を盛り上げたことによる報酬として当社グループからポイント（１ポ

イントあたり１円相当）を獲得することができます。ポイントは、ポイントでのみ獲得できる限定アイテム

や他社ポイントサイトのポイント、現金（銀行振込）に交換することが可能です。当該管理につきまして

は、自社開発システムを用いております。

　当社グループは配信ユーザーが雑誌等の媒体への出演権や「ふわっち」の特製グッズ等の特典を競い合う

イベントやランキング戦を設けることや、期間限定アイテムの販売を行う等、配信が盛り上がる企画を提供

することにより、新たなユーザーの獲得やユーザー層の拡大に努めております。

　なお、当社グループのライブ配信サービス「ふわっち」のビジネスモデルは下図のとおりです。

 

 

　「ふわっち」は芸能人や音楽やスポーツ等の特定分野のプロではないアマチュアの配信ユーザー（例え

ば、普通の会社員、主婦、シニア、学生等）がメインで配信するサービスであることから一般の方が配信を

始めることの敷居が低く、また各配信ユーザーのバックグラウンドが多種多様であることから配信内容に多

様性があり、ユーザー層の裾野が幅広いことが特徴です。「ふわっち」は、2015年のサービス開始以来、30

代～40代をメインユーザー層としており、その周辺年代も含めた20代～50代までの幅広い年齢層を中心とし

た男女にご利用いただいております。

 

（イ）ライブ配信事業の特徴

　「ふわっち」では、自身の配信を行うことを、SNS等を通じて予告することができます。また、配信はリ

アルタイムにて行われることから、配信開始時にはフォロワーに対してアプリ内で通知を送ることができる

ほか、X（旧：Twitter）シェア機能を通じて、ユーザー自身が「ふわっち」上で行うライブ配信の開始をX

（旧：Twitter）上に投稿、拡散することで、新たなユーザーの獲得につなげることができます。

　ライブ配信は、配信ユーザーが特定のコンテンツを一方的に提供するものではなく、コメント投稿やアイ

テム使用により視聴ユーザーがライブ配信に積極的にアクションを起こすことで、配信ユーザーと視聴ユー

ザーとでリアルタイムなコミュニケーションを楽しみ、その時間を互いに共有し合うことが特徴であると当

社グループでは考えております。また、そのコミュニケーションの中で、視聴ユーザーはアイテム使用等に

より配信ユーザーを応援し、配信ユーザーは視聴ユーザーに楽しんでもらうことや、喜んでもらうために配

信を行うといったサイクルが成立しているものと当社グループでは考えております。インターネットを通じ

て初めて生まれる何気ないコミュニケーションは、普段の日常生活では味わうことが難しい、家庭でも職場

でもない第三の場所（サードプレイス）における関係性の構築に価値があるものと当社グループでは分析し

ております。
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＜アイテムについて＞

　「ふわっち」では、通常アイテム、期間限定アイテム、イベント専用アイテム等の各種アイテムを販売し

ております。その他、風船、ハート、バーガー、ふわふわくまさん、ガラガラくじなど多種多様な通常アイ

テムを取り揃えており、ユーザーが気分に合わせて利用することが可能です。また、ビギナー配信ユーザー

を応援するアイテムとして無料で提供している「ひよこ」、特定のカテゴリーの配信を視聴することにより

無料で貯まるアイテム「メガホン」等、無料アイテムも一部提供しております。さらに、音の鳴るアイテム

の販売など新商品の開発も恒常的に実施しています。

　上記に加えて、「ふわっち」では毎月新しいイベントを開催しており、そこでイベント専用アイテムを販

売しております。

 

＜イベントについて＞

　イベントとは、配信ユーザーがイベント開催期間中において、視聴ユーザーの数や無料／有料のアイテム

を視聴ユーザーからどの程度受け取ったかなどを含む配信の盛り上がりに応じて当社グループより付与され

るランキングポイントの合計で順位を競い合うもので、最終的な順位に応じて特典を受け取ることができま

す。当社グループはイベントの開催により、配信ユーザーが特典を獲得するために配信するモチベーション

を高め、配信頻度の増加や配信ユーザー数の増加を図ることができ、かつ配信の盛り上がりを創出できるも

のと考えており、視聴ユーザー、課金ユーザーを含む新たなユーザーの獲得やユーザー層の拡大に寄与して

いると考えております。

　なお、イベントの特典には、雑誌やCM、ラジオ番組への出演、街頭ポスターへの掲載等配信ユーザーとし

ての知名度向上につながるようなものや、配信グッズ（マイク、照明セットの配信機材）等配信ユーザーの

配信活動自体に役立つもの等があります。

　また、特典を競うイベント以外に、新規配信ユーザーの応援イベント、配信を始めて間もないルーキーの

配信ユーザーのみを対象としたイベント、次のステージを目指す中堅配信ユーザーを対象としたイベント

等、数多くの配信ユーザーの中で、注目を浴びるチャンスを提供することを目的としたイベントも提供して

おります。

　加えて、アイテム獲得等によるランキングポイントの競い合い以外の要素として、ナイス（無料で１ユー

ザー１日１回のみ押せるもの）の数を競い合うイベント、視聴ユーザー数を競い合うイベント、デイリーラ

ンキング、マンスリーランキング等の各種ランキングを設置し、多くのユーザーが様々な場所でスポットラ

イトが当たるように、企画の考案、実施に努めております。

 

＜カテゴリーについて＞

　「ふわっち」では、雑談、音楽、趣味、コラボなど複数の配信カテゴリーを提供しており、ユーザーが容

易に自分好みのライブ配信を見つけることができるような仕組みを提供しております。なお、配信ユーザー

自身が、自身の配信ライブの内容に応じて配信カテゴリーを選択しており、視聴ユーザーは自身の好みや興

味関心のあるカテゴリーからお気に入りの配信ユーザーを探すことが可能です。

　また、「ふわっち」ではたぬき、きつね、うさぎなど特殊な機能を持つカテゴリーも提供しております。

たぬき、きつねの両カテゴリーにおいては、視聴ユーザーが匿名でのコメント投稿が可能であることが大き

な特徴です。たぬきカテゴリーでは匿名投稿は任意選択、きつねカテゴリーでは全員が自動的に匿名投稿と

の違いがあります。うさぎカテゴリーについては、視聴ユーザーはうさぎカテゴリーの配信を視聴すること

でメガホンを無料で貯めることができることから、配信ユーザーにとっては通常のカテゴリーでの配信に比

べて視聴ユーザーを集めやすいことが特徴です。加えて、配信ユーザー同士が配信しながらコミュニケー

ションできるコラボ配信機能を使用することのできるコラボカテゴリーを提供しております。

　上記の通り、複数のジャンルや機能に応じてカテゴリーが分かれていることにより、ユーザーは自身の配

信内容や配信スタイルに応じて臨機応変にカテゴリーを選択できることから、配信ユーザーと視聴ユーザー

双方の多様なニーズに対応しているものと当社グループでは考えております。
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＜サービス健全性について＞

　当社グループはユーザーが利用しやすいライブ配信プラットフォームを実現するため、プラットフォーム

の健全性維持のための仕組みを構築しております。この仕組みを効率的かつ効果的に運営することにより、

ユーザーが安心して利用できる環境を整備しております。当社グループは、不特定多数のユーザーがオンラ

イン上のコミュニケーションの場として「ふわっち」を活用していることの重要性とリスクを十分理解した

上で、配信ユーザー及び視聴ユーザーが共に安心してご利用いただけるよう、プラットフォームの健全性維

持・改善を最重要事項として認識しております。具体的には、未成年ユーザー保護、サービス監視体制の構

築、ユーザーによる監視の促進、配信ユーザー保護、著作権保護、ユーザーへの啓蒙活動の推進等の施策を

行っており、主な取組の具体的な内容は以下のとおりです。

 

主な取組内容

(a）未成年ユーザー保護

・ユーザー登録時に年齢確認を実施し、未成年ユーザーに対して月間のアイテム購入金額に上限を設定

し、未成年による多額のアイテム購入を未然に防止

・NGワード機能、それに伴う注意喚起やアカウント規制を行うことで、未成年ユーザーが巻き込まれるト

ラブル発生の防止

・未成年ユーザーの深夜帯（22時以降翌５時まで）の配信禁止

・13歳未満の方はサービス利用の全面禁止

 

(b）サービス監視体制の構築

・24時間365日リアルタイム監視を行う体制の構築と対応

ⅰ）全配信の画像監視

ⅱ）視聴ユーザーが投稿するコメントに関するNGワードの監視

ⅲ）通報処理

ⅳ）ソーシャルリスニング（X（旧：Twitter）等の外部サイトでの炎上有無の監視）

・上記リアルタイム監視体制のもと、違反行為に対する配信停止措置、それに伴うアカウント利用規制の

実施

・配信音声のテキスト化とテキスト監視体制

・定期的なプロフィール画像や文言の検査

・サービス内イベントの審査（受賞候補ユーザーの配信内容の再確認）、イベント参加可否審査（過去の

違反行為の度合いに準じて参加可否を判断）

・配信停止やアカウント規制の基準とする監視基準の定期評価及び更新

 

(c）ユーザーによる監視の促進

・ユーザーが違反行為を報告しやすくする為のユーザー通報機能の提供

・配信ガイドライン及び視聴ガイドライン等において違反内容を明示し、違反行為に対するユーザー通報

を啓発

・ユーザー通報に対して適切かつ迅速に対応することにより、ユーザー間で違反行為に対する自浄作用の

意識を醸成

 

(d）配信ユーザー保護

・ライブ配信中のユーザー間トラブル発生を事前に防止する仕組みとして、配信ユーザーが指定した特定

のユーザーのブロックや特定のワードを非表示にする機能の提供

・ライブ配信中の配信ユーザー、視聴ユーザーが不快な気持ちになることを防止する仕組みとして、誹謗

中傷、出会い目的、卑猥な内容に代表される不適切なコメントをNGワードとして登録し、配信画面上に

非表示とする機能を提供

・ライブ配信中に視聴ユーザーによる不適切なコメントや迷惑なコメントに対するコメント通報機能の設

置とそれに伴うアカウント利用規制の実施
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(e）著作権保護

・著作権に関するガイドライン、楽曲利用に関する注意喚起、ガイドライン等を公開し、ユーザーに啓蒙

・著作権者向けの通報窓口の設置。著作権侵害行為に対して迅速に対応できる体制の構築

・著作権を有する権利団体や会社（一般社団法人日本音楽著作権協会、株式会社NexTone）との間で、

サービス上の著作権利用に関する包括契約を締結

・外部ツールを用いた原盤マッチングによる楽曲使用の監視

 

(f）ユーザーへの啓蒙活動の推進

・全ての配信において、毎回配信に訪れた際に、不適切なコメントをしないことを求める内容を注意事項

として表示

・利用規約やサービスを利用する上でのルールや注意事項を記載したガイドラインをはじめとする様々な

ガイドラインを設け禁止行為を明確にし、ユーザーに周知徹底するための啓蒙活動を継続的に実施

 

　以上の通り、当社グループではプラットフォームの健全性維持のため、継続的に仕組みの改善に努めてい

ます。サービス開始以来蓄積してきた経験や運営上のノウハウは、プラットフォームに対する安心感や信頼

感を高めることに寄与しており、「ふわっち」の強みを構成する重要な要素であると考えております。

 

②　ブラウザ事業（株式会社jig.jp）

　フィーチャーフォン向けフルブラウザアプリ「jigブラウザ」を提供しております。

「jigブラウザ」は、フィーチャーフォンからのPCサイト閲覧を実現するフルブラウザアプリです。現在では、

ほとんどのwebサイトがPC向け又はスマートフォン向けで提供されておりますが、フィーチャーフォンからで

も、それらのPC向け又はスマートフォン向けwebサイトを閲覧できるサービスとなります。

　当サービスは、利用者から月額利用又は年間利用の料金を受領し、サービスを提供するブラウザアプリであり

ます。また、アドネットワーク各社から「jigブラウザ」への広告掲載による報酬を受領しております。

 

③　VTuber事業（株式会社jig.jp）

　モーション・キャプチャー技術（注）とアニメルック・アバター（注）を用いて活動するバーチャル・エン

ターテイナー「VTuber」のキャラクターIP開発、VTuberを応援する協力型プラットフォーム「SPOTLIGHTS」の開

発・運営、及びVTuberプロダクションの運営、等のVTuber関連事業を行っております。

（注）　「モーション・キャプチャー技術」とは、カメラ等を使って人やモノの動きをデジタル化する技術を指

します。「アニメルック・アバター」とは、デフォルメされた色調の2Dアニメのような3Dモデル制作技

法等を使って作られたアニメのような外見のキャラクターモデルを指します。

 

④　飲食店予約代行事業（株式会社C Inc.）

　「世界の食卓を明るくにぎやかにする」をミッションとして掲げて、飲食店への予約電話代行アプリ

「Pecotter（ペコッター）」の開発・運営を行っております。

 

⑤　バーチャル音楽ライブ配信事業（株式会社アンビリアル）

　バーチャル音楽ライブ配信サービス「topia」の開発・運営を行っております。
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(2）自治体向け・企業向け関連

①　こどもパソコン事業（株式会社B Inc.）

　当社所有の商標権「IchigoJam」を使用したプログラミング専用こどもパソコンを委託先が生産・販売するこ

とにより、その販売台数に応じた一定のライセンス料を委託先より受領し、収益を獲得するものであります。プ

ログラミングや電子工作について学ぶ場を提供している企業や学校等でプログラミング教材として活用されてお

ります。

 

②　オープンデータプラットフォーム事業（株式会社B Inc.）

　当サービスは、契約先の自治体に対して自治体から公開されているファイル形式（EXCEL、PDF、CSV、XMLな

ど）を、全国で統一されている形式（LinkedRDF）へ簡単に変換し、公開できるプラットフォームを提供し、そ

の利用料として各委託先自治体よりプラットフォーム利用料を受領し、収益を獲得するものであります。

 

事業系統図
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業
の内容

議決権の所有
（又は被所有）
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

株式会社A Inc.

（注）２，３

福井県鯖江市 10,000 ライブ配信事業 100.00

事業運営の委託

設備の賃貸借

金銭の貸借

役員の兼務４名

株式会社B Inc.

（注）４
福井県鯖江市 1,000

こどもパソコン事業

オープンデータプ

ラットフォーム事業

100.00

事業運営の委託

設備の賃貸借

金銭の貸借

役員の兼務４名

株式会社C Inc.

（注）５
福井県鯖江市 40,000 飲食店予約代行事業 100.00

事業運営の委託

設備の賃貸借

金銭の貸借

役員の兼務３名

株式会社アンビリアル

（注）６
東京都台東区 100,000

バーチャル音楽ライ

ブ配信事業
100.00

事業運営の委託

設備の賃貸借

金銭の貸借

役員の兼務３名

（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

２．特定子会社であります。

３．株式会社A Inc.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。

主要な損益情報等

①　売上高　　　　　　　　 14,030百万円

②　経常利益　　　　　　　　1,776百万円

③　当期純利益　　　　　　　1,188百万円

④　純資産額　　　　　　　　3,135百万円

⑤　総資産額　　　　　　　　5,383百万円

４．株式会社B Inc.については、債務超過会社であり、2026年３月末時点で債務超過額は128百万円でありま

す。

５．株式会社C Inc.については、債務超過会社であり、2026年３月末時点で債務超過額は37百万円であります。

６．株式会社アンビリアルについては、債務超過会社であり、2026年３月末時点で債務超過額は39百万円であり

ます。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

　文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）経営方針

　当社グループは、「利用者に最も近いソフトウェアを提供し、より豊かな社会を実現する。」を企業理念として

掲げております。

　その中で今年度当社グループは、主要事業であるライブ配信事業「ふわっち」について、ユーザー数の増大と収

益の拡大を目指してまいります。

 

(2）経営環境

　当社グループが事業を展開するライブ配信市場は、新型コロナウイルス感染拡大以前より継続して、急速な市場

拡大を続けており、今後も市場成長が見込まれております。

　株式会社野村総合研究所のレポート（ITナビゲーター2021年版　2020年12月17日発刊）によりますと、日本国内

における動画投稿・ライブ配信市場（注）の市場規模は、2026年度には10,855億円に拡大すると予測されており、

今後も利用者数は拡大していくと考えられます。

（注）　「Youtube」や「ニコニコ動画」などの、消費者や企業が動画を投稿できる動画投稿サービス、および

「SHOWROOM」「17LIVE」など、消費者や企業がライブ配信できるライブ配信サービスに関連する分野を

「動画投稿・ライブ配信市場」と定義しております。当該市場には、動画投稿サービスおよびライブ配信

サービスにおける「プレミアム会員費」「ファンクラブ会員費」「ギフティング」「アバター購入費」、

動画投稿者・ライブ配信者の「関連イベントへの参加費」「関連グッズの購入費」、動画投稿者・ライブ

配信者が宣伝する「商品の購入費」を含めるほか、動画投稿サービスおよびライブ配信サービス上で掲載

される「インターネット広告料（広告制作費は除く）」を含みます。

 

　ライブ配信市場の成長要因について、当社グループでは次の４つが寄与していると考えており、今後も成長が継

続するものと当社グループでは考えております。

・テクノロジーの進展による余暇時間の拡大

モバイル技術を含むテクノロジーの進展により、生活における余暇時間が年々拡大するなか、その余暇時間の過

ごし方の１つとして「ライブ配信」が人々の生活に定着

・「ライブ配信」の認知度拡大による裾野の広がり

「ライブ配信」というコミュニケーションプラットフォームの存在が、プレイヤーの増加や各社成長を通じた市

場の拡大により、大衆へ広く浸透しつつあり、ライブ配信に慣れているコアなユーザー層を基盤としつつも、初

めてライブ配信を行う、または視聴する新しいユーザー層へ裾野が更に広がっていく

・コロナ禍を通じて多様化したコミュニケーション手段の新文化として定着

コロナ禍において、在宅時間が増加し、おうち時間の過ごし方の１つとして「ライブ配信」は新しい文化として

定着。アフターコロナにおいても、ライブ配信は新しいコミュニケーション手段として定着し、利用者の増加が

見込まれることから、持続的成長の見込めるステージへ移行するものと見込まれる

・推し活、推し文化との高い親和性

お気に入りのアイドルやYouTuber等を応援する推し活が広がる中で、「推し」対象と気軽にダイレクトコミュニ

ケーションが取れ、アイテムを送ることも可能なライブ配信が使用されるケースが多くなるものと見込まれる

 

　また、総務省「令和６年度　情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によりますと、当社グルー

プサービスの属する「ライブ配信型の動画共有サービス」は、全年代で利用率が6.6％であり、隣接するオンデマ

ンド型の動画共有サービスやオンデマンド型の動画配信サービスの全年代利用率と比較して、余白が大きいことか

ら伸び代、市場拡大の余地は大きいと考えております。特に30代以降の利用率は30代8.0％、40代3.3％、50代

5.2％と現状は依然低い状況であり、10代の18.6％、20代の16.5％と比較して大きな成長ポテンシャルがあるもの

と考えております。また、当社グループのライブ配信サービス「ふわっち」の主力世代は30～50代であることか

ら、利用率の向上余地が大きいだけでなく、人口構造においては、生産年齢の中心である世代がメインユーザー層

を形成しており、売上拡大余地についても非常に大きいと考えております。
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(3）経営戦略

　当社グループは、企業理念である「利用者に最も近いソフトウェアを提供し、より豊かな社会を実現する。」に

基づき、一般消費者向けのサービスの更なる改善と収益拡大を図るとともに、エンジニア採用力を強化することと

なります。

　特にライブ配信サービスにおいては、売上高の拡大と収益性の向上に向けて以下の取組を進めております。

 

①　売上高の拡大

　これまで継続してサービスの機能やアイテム、仕組み等の製品面の改良を続けてきましたが、当社グループ

は、今後も既存路線の更なる強化を図る方針です。一つ目は、ユーザー継続率の維持・向上のためのアイテム、

機能、仕組みの更なる拡張を図る方針であり、以下の施策を検討しております。

・アイテムの拡充

・配信ユーザー同士の対決機能の提供

・魅力的な特典のあるイベントの継続実施

　二つ目は、配信ユーザーの多様化による新たな視聴ユーザー層の拡大に注力し、売上高の更なる拡大を図って

まいります。特に、アマチュア配信ユーザー拡大のため、競合他社で実証済であるプロ／セミプロの配信ユー

ザー（注）の拡充を行い、クオリティの高い配信ユーザーの拡充により、アマチュア配信ユーザー更なる拡大の

呼び水とし、また配信ラインナップの充実を図ることで、異なる嗜好性の視聴ユーザー層、課金ユーザー層を獲

得してまいります。

（注）　プロは大手芸能事務所に所属する配信ユーザー、セミプロは大手芸能事務所以外のライバー事務所等に

所属する配信ユーザーを指しております。

 

②　収益性の向上

　広告宣伝費は効率性を踏まえた規律ある投資を行う方針です。具体的には、デジタル広告のROAS（Return on

Advertising Spend：使用した広告費に対する売上高の割合）、ROI（Return on Investment：使用した広告費に

対する限界利益の割合）を重視した適正規模の成長投資を継続するとともに、黒字を確保しながら継続的な成長

を図ってまいります。

　また、決済手数料は決済チャネルの多様化による分散を進めることでブラウザ決済比率を向上させ、決済プ

ラットフォーマーへの手数料を圧縮することにより、収益性の向上を図ってまいります。

 

　当社グループのライブ配信サービスは、30～50代をメインユーザー層としており、かつアマチュアの配信ユー

ザー層がマジョリティを占めることで他社と差別化を図っており、具体的には以下３点が「ふわっち」の強みで

あると考えております。

・アマチュアがメインの多様な配信ユーザー層を形成した結果、配信の敷居が低くなり、ライブ配信に慣れてい

ない人も配信しやすい環境であり、配信ユーザー数の増加に寄与

・配信ユーザーとの距離が近いことから、応援が配信ユーザーに届きやすく、小さなコミュニティが生み出す継

続的な熱量のもと、配信ユーザーへの応援やアイテム使用が身近な風土であり、課金ユーザー数の増加に寄与

・生産年齢の中心世代で10～20代に比べて賃金の多い（厚生労働省「令和７年賃金構造基本統計調査」に基づ

く）メインユーザー層（30～50代）であり、ARPPU（注）の堅調な推移に寄与

（注）　ARPPUは課金ユーザー１人当たりの平均課金額を意味しております。以下同じであります。

 

　さらに、今後は収益の多角化を企図して、以下のライブ配信市場に隣接する領域への展開を視野に事業の多様

化を推進していきます（現時点においては、計画段階であり、今後変更となる可能性があります）。

（ⅰ）バーチャル配信

　バーチャル配信機能の提供により、任意のキャラクター等になりきった配信が可能となり、新しい配信ス

タイルの拡充となることから新たな配信ユーザー層の獲得、それに伴う課金ユーザーの獲得による収益拡大

を図ります。

 

（ⅱ）デジタルコンテンツ販売

　配信ユーザーのボイスやオリジナルグッズ等のデジタルコンテンツの販売の仕組みの提供を通じて、利益

率の向上を図ります。
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(4）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社グループでの主力サービスは、一般消費者向けのライブ配信事業「ふわっち」です。当該サービスは、配信

ユーザー、課金ユーザーのそれぞれが多数かつバランスよく存在することで成立するサービスであることから、当

社グループは、配信ユニークユーザー数（注）、課金ユニークユーザー数、及びARPPUを重要な経営指標と位置付

けております。

（注）　ユニークユーザー数は「重複込みなしの合計ユーザー数」を意味しております。以下同じであります。

 

　「ふわっち」の収益構造は以下の算式のとおりです。

「ふわっち売上高」＝「課金ユニークユーザー数」×「ARPPU」

 

　さらに課金ユニークユーザー数は、MAU（月間アクティブユーザー）と課金比率（＝課金ユニークユーザー数

÷MAU）で構成されております。従って、課金ユニークユーザー数の増加のためには、MAUの増加施策や課金比率の

向上施策が重要であると考えております。

　今後も配信ユニークユーザー数、課金ユニークユーザー数の継続的な増大、ARPPUの持続可能な水準での成長に

注力し、企業価値の向上を図っていく方針です。

 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当社グループの優先的に対処すべき主な課題は以下のとおりであります。なお、優先的に対処すべき財務上の課

題はございません。

①　ユーザー獲得の強化

　当社グループが持続的に成長するためには、当社グループ及び当社グループのサービスの知名度を向上させ新

規ユーザーを継続的に獲得し、ユーザー数を拡大していくことが必要不可欠であると認識しております。そのた

めには、効果的な広告宣伝活動等により当社グループ及び当社グループサービスの知名度を向上させるよう努め

てまいります。

 

②　サービスの健全性の確保

　当社グループが提供するサービスは、サービス内でユーザー同士がコミュニケーションをとることが可能であ

るため、ユーザーが安心して当社グループのサービスを利用できるようにサービスの健全性を確保する必要があ

ります。当社グループは、サービスの健全性を確保するため、ユーザーに対し、利用規約やガイドラインにおい

て、誹謗中傷行為や、出会いを目的とする行為、他人の権利侵害に該当する行為、公序良俗に反する行為等の社

会的問題へと発展する可能性のある不適切な行為や違法な行為等の禁止を明示しているほか、ユーザー間のコ

ミュニケーションのモニタリングを随時行い、規約やガイドラインに違反したユーザーに対しては、改善の要請

や退会等の措置を講じ、サービス内における注意喚起を行うなどの対応を行っております。

 

　その他、当社グループは、以下のような取組を行うことで健全なプラットフォームの構築に努めております。

(a）配信時のルールを定めたガイドライン及び視聴時のルールを定めたガイドラインを含む各種ガイドラインの

設置と運用

(b）利用規約や各種ガイドラインの違反事例の例示を用いたユーザーへの啓蒙活動

(c）外部リソースも活用した人員配置による365日24時間リアルタイムでの監視体制の構築及び監視基準に基づ

いた配信停止措置の随時実施

(d）利用規約や各種ガイドラインへの違反が確認されたユーザーの確実な抽出と当該ユーザーへの改善要請及び

違反内容や累積違反状況に応じた一時的な利用制限や強制退会措置の実施

(e）毎週実施の定例会議を通じて監視体制や監視基準に関する課題の抽出と改善を推進

 

　当社グループは、サービス等を利用する上でのマナーや注意事項等を明確に表示し、モニタリング・システム

の強化やサービス内パトロール等のための人員体制の増強等、システム面、人員面双方において監視体制を、

サービスの拡大に即して継続的に強化し、健全性の更なる確保に努めてまいります。

 

③　組織の機動性の確保

　当社グループの属するIT業界は、他の業界に比べて環境変化のスピードが速く、その変化への迅速な対応が不

可欠であります。組織の規模拡大による機動性の低下等の弊害を排除するため、適切な人員配置、事業展開に応

じた組織体制の整備により、意思決定の機動性の確保を図ってまいります。

 

EDINET提出書類

株式会社ｊｉｇ．ｊｐ(E38201)

有価証券報告書

 15/105



④　優秀な人材の確保及び育成

　当社グループは、今後、より一層の事業拡大のため、人材の確保及び育成を重要な課題と認識しております。

当社グループの事業内容に共鳴する優秀な人材を確保し、持続的な成長を支える人材を育成すべく採用活動を強

化してまいります。

 

⑤　内部管理体制の強化

　当社グループは今後も更なる業容拡大を図るため、当社グループの成長段階に沿った内部管理体制の強化が必

要と認識しております。そこで当社グループは内部統制に基づき業務プロセスの整備を行い、業務を有効的かつ

効率的に行ってまいります。また、内部管理体制を充実するために、コンプライアンス・リスク管理委員会で適

時にリスク管理を行い、研修や社内勉強会等を開催し内部統制及びコンプライアンスの強化に努めてまいりま

す。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社グループは「利用者に最も近いソフトウェアを提供し、より豊かな社会を実現する。」という経営理念の下、

持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、さまざまな事業に取り組んでいます。「時代の変化に合わせた

スピーディーなサービス開発力」を活かして、リテラシーの高い人々だけではなく、すべての方々が恩恵を受けられ

るようにこれまでも、これからも当社グループは誰もが便利で、楽しく、軽やかに利用できるソフトウェアを世の中

に創出していくことを目指していきます。

　これらの考え方のもとで、当社グループにとってのサステナビリティとは、事業を通して社会課題の解決に寄与す

ることであり、当社グループの持続的な成長が、社会の持続的な発展に貢献できるような世界を目指すことです。そ

の実現に向けて、長期的な視点で持続的に社会価値と経済価値を創出できるよう、様々なサステナビリティに関する

取組を推進していきます。

　特に、当社グループにとっての重要なサステナビリティ課題は、人的資本経営及びライブ配信事業の「ふわっち」

におけるサービス健全性の確保であると考えております。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）ガバナンス

　当社グループは、取締役会において、上記のサステナビリティの観点を含む経営の重要な意思決定及び業務執行

の監督を行うとともに、監査役会設置会社として、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、職務執行状

況等の監査を実施しております。そして、会社の意思決定機関である取締役会の機能充実、監査役及び監査役会に

よる取締役の職務執行に対する監視機能の充実、職務遂行上の不正を防止する内部統制機能の充実を図ることに注

力しています。

　また、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理の状況を把握し、必要な情報の共有化を図るとともに、

適切なリスク管理を実施しています。その一環として、全社的にコンプライアンス及びリスク管理を推進するた

め、当社グループは代表取締役社長を委員長としたコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。当

委員会は、コンプライアンス及びリスク管理の推進・遵守状況、コンプライアンス違反事項及びリスク発生事項を

取締役会に報告し、取組を啓発・推進しております。特に当社グループのプラットフォームのサービス健全性の維

持・改善にとって、当委員会の役割は重要であり、加えて、取締役会等においても、弁護士としての知見を有する

社外役員を含めてかかる課題について議論を行っております。

　当社グループは、継続して経営の透明性や公正性を高めるために、法定開示書類の提示を適切に行うとともに、

当社グループホームページ等を利用したIR活動を積極的に実施する方針であります。

　詳細については、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　(1）コーポレート・ガバ

ナンスの概要」をご参照ください。
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(2）戦略

■人的資本経営の取組

　当社グループは、フィーチャーフォン向けアプリケーションのサービスをスタートに、様々なサービスを展開

し、技術革新とともに数々のサービスを提供し続けてきました。2009年のiPhone３Ｇの発表と、その後の４Ｇの大

容量・通信網の整備により、新たなサービスの展開と消費者の嗜好の高度化・多様化が進む中でも、変化する消費

者の嗜好に、いち早く対応しながら、サービスを開発し続け、2015年にライブ配信の新サービスである「ふわっ

ち」を開発し、事業を大きく拡大いたしました。そのような中、当社グループは、従業員は重要な資本であり、優

秀な人材を育成し、組織を強化することが会社の持続的成長に繋がると考えております。今後も時代の変化に合わ

せたスピーディーなサービス開発が可能となるよう、多様なバックグラウンドを有し、事業視点・ユーザー視点・

組織視点を持ちながら、様々な挑戦をし続け、自ら主体性を持って決断し、自走できる人材を採用・育成していき

たいと考えております。

　人材育成の観点においては、従業員一人ひとりが自走しながら最大限のパフォーマンスを発揮できる社内環境を

提供し、キャリアにおける挑戦を後押しできるような制度を整備しております。社内環境面としては、エンジニア

にとって最適な環境を整えた開発拠点「鯖江開発センター」を2022年８月に建設し、本店移転するなど、職場環境

にも配慮し、スピードのあるPoC（Proof of Concept）の実現を図っております。また、既存事業の成長の加速、

新規事業への取組強化、それに伴う人員の増員及び採用強化に対応すべく、東京本社を2024年10月にJR渋谷駅直結

の「渋谷サクラステージ　SHIBUYAタワー」に移転しました。加えて、時代の潮流に合わせてイノベーションを生

み出し続けるためには、社内を活性化させ、常に変化していく組織を築きあげることが重要であると考えているこ

とから、エンジニア全従業員を対象に、グローバルで流行しているテーマ、ツールやシステム等を活用したビジネ

スアイディアを発案するためのイベントを開催する等、アイディアの創出だけでなく、社内コミュニケーションの

活性化も図っております。従業員の心と体のリフレッシュを推奨し、かつ、社内コミュニケーションを活性化する

ため、グループを横断して親睦を深めることができるイベント等を定期的に開催しております。また、従業員個人

を対象とする制度として、「発明考案取扱規程」を設け、発明考案の権利保護を前提に、役員及び従業員が自由に

ビジネスアイディアを発明考案できる環境としております。従業員の成長支援としても、全従業員に対して、個々

の業務遂行レベル向上のための自己投資に関して当社グループが一定金額を補助するといった「成長支援制度」を

導入することで、人的資本の価値最大化、それに伴う中長期的な当社グループの企業価値の向上を図っておりま

す。さらに、当社は、経営に携わる人材登用の機会の拡大による次世代経営層の育成、当社の競争力強化及び業績

向上を目的の１つとして、2023年６月27日より執行役員制度を導入しております。

　人材採用の観点においては、当社グループの成長角度が上がり、事業の幅や難易度も変わっている中で、いまの

時代にあった採用手法を考え続けていかなければ優秀な人材の採用できないと考えております。過去の体験を振り

返りながら課題を分析し、アップデートし続けていく方針です。人材が重要な競争力の源泉であるという考えのも

と、2023年度新卒社員より初任給の引き上げ（月額300,000円（2022年４月新卒入社対比＋50,000円））を実施し

ました。また2025年３月期においては、従業員持株会の奨励金の拡充や従業員向けインセンティブ制度としての株

式報酬制度を導入しました。世の中においても人的資本拡充の流れが強まる中、当社グループの持続的成長を担っ

ていく人材に対し、今後もより一層投資をしていく姿勢を示したいと考えております。また、取締役　創業者の福

野泰介は高専プロコン、高専DCON、高専WiCON、起業家甲子園等にて各種メンターや審査員を務め、将来のデジタ

ル人材の育成を推進し、全国の高等専門学校とのリレーションを築いております。これらの取組により、ITリテラ

シーの高い高等専門学校生を毎年一定数採用するなど、安定的なエンジニアリソースの確保を実現しております。
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■サービス健全性の確保

　当社グループが提供するサービスは、サービス内でユーザー同士がコミュニケーションをとることが可能である

ため、ユーザーが安心して当社グループのサービスを利用できるようにサービスの健全性を確保していくことが重

要であり、ひいては当社グループの持続的な成長に寄与すると考えております。当社グループは、ライブ配信プ

ラットフォームの健全性を確保するために、様々な仕組みの構築に取り組んでいます。具体的には、ユーザーに対

し、利用規約やガイドラインにおいて、誹謗中傷行為や出会いを目的とする行為、他人の権利侵害に該当する行

為、公序良俗に反する行為等の社会的問題へと発展する可能性のある不適切な行為や違法な行為等の禁止を明示し

ているほか、ユーザー間のコミュニケーションのモニタリングを随時行い、規約やガイドラインに違反したユー

ザーに対しては、改善の要請や退会等の措置を講じ、サービス内における注意喚起を行うなどの対応を行っており

ます。

　今後も適切なサービス利用を促進させるためにサービスを利用する上でのマナーや注意事項等をより一層明確に

表示し、モニタリング・システム等の強化やサイト・パトロール等のための体制の増強など、システム面、人員面

双方において監視体制を強化し、健全性維持の取組を継続していきたいと考えております。サービス健全性に関す

る当社グループの取組の詳細及びリスクにつきましては、「第２　事業の状況　１　経営方針、経営環境及び対処

すべき課題等　(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題　②　サービス健全性の確保」及び「第２　事業

の状況　３　事業等のリスク　(11）サービス健全性に関するリスク」をご参照ください。

 

(3）リスク管理

　当社グループでは、サステナビリティ課題を含む事業へのリスクについて、グループ全体のリスクマネジメント

プロセスの一環として、四半期ごとに開催するコンプライアンス・リスク管理委員会で検討・モニタリングを実施

し、適切な管理に努めております。具体的には、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含む一部の取締役及

び内部監査担当とともにリスクの抽出やその対応方針・今後の課題等について、優先度を選別・評価し、迅速な意

思決定を図っております。また特定したリスクについては、必要に応じて、取締役会にてリスクの緩和・移動・受

容・コントロールについて検討しております。また、サステナビリティ課題に関する機会についても取締役会を中

心に検討をしております。

 

(4）指標及び目標

　当社グループでは、上記(2)に記載のとおりサステナビリティ戦略において人的資本を重要テーマの一つとして

掲げております。従業員が働きやすい環境整備に向けて、当社グループは非財務指標として、「離職率（定年退職

を除く）」、「有給消化率」、「女性取締役・監査役数」を設定し、中長期的に維持・向上を図っていきます。

2026年３月期においては、鯖江に勤務しているエンジニア社員における離職率（定年退職を除く）は1.9％と低水

準で推移しており、会社と個人との「選び選ばれる関係」の基盤が構築されております。また、「有給消化率」に

ついても71.1％と高い消化率を維持しており、従業員の働きやすい環境が整備されていると考えております。「女

性取締役・監査役数」については、2026年３月期においては女性取締役及び女性監査役を３名としており、今後も

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの推進を図っていきます。

 中長期目標 2026年３月期実績

離職率（定年退職者除く）（注１） 現状の水準の維持を目指す 1.9％

有給消化率（注２） 現状の水準の維持を目指す 71.1％

女性取締役・監査役数 1名以上 3名

注１．鯖江に勤務しているエンジニア社員を対象

注２．有給消化率とは、期中の有給付与日数に対する有給消化日数を指す。全従業員を対象
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３【事業等のリスク】

　投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものが挙げられます。当社グループは、こ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生時の対応に努める方針でありますが、当社グ

ループの経営状況及び将来の事業についての判断は、以下の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考

えております。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、将

来において発生する可能性のあるすべてのリスクを網羅するものではありません。

 

(1）モバイル関連市場について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

　当社グループは、スマートフォンの普及及びインターネットの高速化・低価格化に伴って、ユーザー数、売上等

は順調に拡大を続けており、今後もこの傾向は継続するものと認識しております。しかしながら、通信に対する法

規制の導入、通信費の増加、通信障害の発生、携帯電話やインターネットの通信事業者との関係の悪化、スマート

フォンや各種オペレーティングシステムの仕様変更等による当社グループのサービス継続提供に対する支障発生等

が、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2）競合について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

　今後、高い資本力や知名度を有する企業等の参入による競争の激化とユーザーの流出やユーザー獲得コストの増

加等により、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。そのような場合には、当社グループが今

後競争優位性を発揮し、企業価値の維持向上が図れるか否かにつきましては不確実であり、競合他社や競合サービ

スの状況により当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3）技術革新への対応について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

　当社グループはインターネット関連技術に基づいて事業を展開しておりますが、インターネット関連分野は新技

術の開発及びそれに基づく新サービスの導入が相次いで行われており、非常に変化の激しい業界となっておりま

す。また、ハード面においては、スマートフォンの普及が順調に進んでおり、新技術に対応した新しいサービスが

相次いで展開されております。

　このため、当社グループはエンジニアの採用・育成や創造的な職場環境の整備、また、特にスマートフォンに関

する技術・知見・ノウハウの取得に注力しております。

　しかしながら、かかる知見やノウハウの獲得に困難が生じた場合、また、技術革新に対する当社グループの対応

が遅れた場合には、当社グループの競争力が低下する可能性があります。さらに、新技術への対応のために追加的

なシステム、人件費などの支出が拡大する可能性があります。このような場合には、当社グループの技術力低下、

それに伴うサービスの質の低下、そして競争力の低下を招き、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性

があります。

 

(4）ユーザーの嗜好の変化について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

　当社グループの開発運営するスマートフォンアプリでは、ユーザーの嗜好の変化は非常に激しくなっておりま

す。当社グループでは、ユーザーの嗜好に合うサービスの開発及び運営を行うために、マーケティング調査等を行

い、ユーザー利便性の高いサービスを提供するように努めております。

　しかしながら、ユーザーの嗜好の変化への対応が遅れた場合や新規参入企業や競合他社のサービスとの十分な差

別化が図れない場合には、想定より収益が減少する可能性があります。その結果、当社グループの事業及び業績に

影響を及ぼす可能性があります。
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(5）システムに関するリスク

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

　当社グループの事業は、携帯電話やPC、コンピュータ・システムを結ぶ通信ネットワークに全面的に依存してお

り、自然災害や事故（社内外の人的要因によるものを含む）等によって通信ネットワークが切断された場合には、

当社グループの事業及び業績は深刻な影響を受けます。また、当社グループの運営する各サイトへのアクセスの急

激な増加、データセンターへの電力供給やクラウドサービスの停止等の予測不可能な要因によってコンピュータ・

システムがダウンした場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

　なお、当社グループのコンピュータ・システムは、適切なセキュリティ手段を講じて外部からの不正アクセスを

回避するよう努めておりますが、コンピュータ・ウイルスやハッカーの侵入等によりシステム障害が生じた場合に

は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6）自然災害、事故等について

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

　当社グループでは、自然災害や事故等に備え、定期的なバックアップ、稼働状況の常時監視等によりトラブルの

未然防止又は回避に努めておりますが、当社グループ所在地近辺において、大地震等の自然災害が発生した場合、

当社グループ設備の損壊や電力供給の制限等の事業継続に支障をきたす事象が発生して、当社グループの事業及び

業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

(7）ライブ配信サービスへの依存について

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

　当社グループの営業収益は、ライブ配信サービス「ふわっち」における視聴ユーザーが使用するアイテムの販売

が収益全体の約95％を占めております。今後も広告宣伝等のマーケティング施策によるユーザーの増加、機能提供

の拡充、事業規模拡大を通じた認知度向上等により、収益規模は拡大していくものと考えておりますが、新たな法

的規制の導入や改正、その他予期せぬ要因によって、当社グループの想定通りにライブ配信サービスが伸長しない

場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 

(8）特定のプラットフォーム事業者の動向について

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

　現状において、当社グループの売上に関しスマートフォンアプリサービスの比率が高いことから、Apple Inc.及

びGoogle Inc.の２プラットフォーマーへの収益依存が大きくなっております。

　しかしながら、これらプラットフォーマーの事業戦略の転換や動向によっては、手数料率の変動等何らかの要因

により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループはプラットフォーム

事業者のガイドラインを適切に遵守することを定めた「アプリ審査及びリリースにかかる基本方針」に従ってサー

ビスを運用しておりますが、プラットフォーム事業者の方針変更などにより、当社グループの提供するライブ配信

アプリや当社グループのアカウントがプラットフォーム事業者により削除された場合には、当社グループの事業展

開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(9）不特定多数の者を対象とする事業について

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

　当社グループのライブ配信サービスにおいて、有料課金サービスの利用により発生するユーザーに対する売上債

権は、その多数を小口債権が占めております。決済代行業者の回収代行サービスを利用していること等により、未

回収債権が発生する割合は限定的であると認識しておりますが、サービス利用者の拡大に伴い、未回収となる小口

債権が急増した場合には、その債権回収コスト及び未回収債権が増加し、当社グループの経営成績及び財政状態に

影響を与える可能性があります。
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(10）風評リスクについて

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小

　当社グループ及び当社グループが提供するサービス並びに当社グループが提供するサービスを利用するユーザー

等に対する否定的な書き込みがインターネット上等で発生し、その書き込みを要因としたSNS等での拡散やマスコ

ミ報道等による風評被害が発生・拡散された場合には、それが事実に基づくものであるかどうかに関わらず、当社

グループの社会的信用、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループでは、定期的にインターネット上の風評を調査し、これらの風評の早期発見及び影響の極小化に努

めておりますが、外的要因・予測不可能な要因により発生するものも多く、本リスクの顕在化する可能性、程度及

び時期を具体的に予測することは困難であります。

 

(11）サービスの健全性に関するリスク

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

　当社グループは、モニタリングが必要なすべてのサービスにおいて、ユーザー等のモニタリングを常時行ってお

り、規約に違反したユーザーに対しては、改善の要請や退会等の措置を講じるよう努めております。さらに、適切

なサービス利用を促進させるためにサービスを利用する上でのマナーや注意事項等をより一層明確に表示し、モニ

タリング・システム等の強化やサイト・パトロール等のための体制の増強など、システム面、人員面双方において

監視体制を強化し、健全性維持の取組を継続しております。

　また、当社グループが提供する一部のサービスは、不特定多数のユーザーが、各ユーザー間において独自にコ

ミュニケーションを取ることを前提としております。当社グループは、健全なコミュニティを育成するため、利用

規約において社会的問題へと発展する可能性のある不適切な利用の禁止を明示しております。

　しかしながら、急速にユーザー数が拡大しているサービスにおいては、ユーザーによるコンテンツ内の行為を完

全に把握することは困難となり、ユーザーの不適切な行為に起因するトラブルが生じた場合に、利用規約の内容に

かかわらず、当社グループが法的責任を問われる可能性があります。また、法的責任を問われない場合において

も、レピュテーション・リスクを伴って当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

　なお、事業規模の拡大に伴い、サービスの健全性の維持、向上のために必要な対策を継続して講じていく方針で

ありますが、これに伴うシステム対応や体制強化の遅延等が生じた場合や、対応のための費用が想定以上に増加し

た場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(12）為替変動について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小

　当社グループは、ライブ配信事業において一部Amazon Web Servicesのサーバーを利用しております。当該取引

の料金体系は米ドルベースで定められていることから、事業計画作成時点の為替相場からレートが、大きく変動す

る場合にはサーバー費用が計画対比で増減し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(13）小規模組織について

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小

　当社グループは小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものになっております。当社グループは今後

の急速な事業拡大に応じて、従業員の育成、人材の採用を行うとともに業務執行体制の充実を図っていく方針であ

りますが、これらの施策が適時適切に進行しなかった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能

性があります。

 

(14）内部管理体制について

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

　当社グループは、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠

であるとの認識のもと、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、さらには健全な倫理観に基づく法令遵守の徹

底が必要と認識しております。また、当社グループでは内部管理体制の充実に努めておりますが、事業の急速な拡

大により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難とな

り、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(15）知的財産権に関するリスク

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

　当社グループは、運営するサービスに関する知的財産権の獲得に努めております。また、第三者の知的財産権を

侵害しないよう、十分な注意を払っております。

　しかしながら、今後当社グループが属する事業分野において第三者の権利が成立した場合は、第三者より損害賠

償及び使用差止め等の訴えを起こされる可能性、並びに、権利に関する使用料等の対価の支払が発生する可能性が

あり、また当社グループの知的財産権が侵害された場合には、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす

可能性があります。

 

(16）当社グループのサービスに関連する法的規制について

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

　当社グループが運営しているサービスにおいては各種法的規制を受けており、具体的には、「電気通信事業

法」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者

情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）」、「特定商取引に関する法律」、「不当景品類及び不当表示

防止法」、「資金決済法」等といった法的規制の対象となっております。当社グループでは、上記を含む各種法的

規制に関して、法令遵守体制の整備・強化、社員教育を行っております。

　しかしながら、今後当社グループのサービスに関連する法的規制の制定又は改正がなされることで、当社グルー

プの業務の一部が制約を受ける場合、又は新たな対応を余儀なくされる場合、当社グループの事業及び業績に影響

を与える可能性があります。

 

(17）訴訟等について

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中

　ユーザーによる違法行為やトラブル、第三者の権利侵害等があった場合には、当社グループに対してユーザーそ

の他の第三者からの訴訟その他の請求を提起される可能性があります。一方、当社グループが第三者に何らかの権

利を侵害され、または損害を被った場合には、訴訟等による当社グループの権利保護のために多大な費用を要する

可能性があります。

　このような場合には、その訴訟等の内容または請求額によっては、当社グループの経営成績、財政状態及び社会

的信用に影響を及ぼす可能性があります。

 

(18）個人情報の管理について

発生可能性：小、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

　当社グループは、ユーザーの氏名、住所、メールアドレス等の個人を特定しうる重要な情報を保持しておりま

す。そのため、個人情報保護規程等に基づき情報管理体制の強化に取り組んでおります。

　しかしながら、何らかの事情で重要な情報が漏洩した場合には、当事者に対する損害賠償や信用失墜により、当

社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

①　財政状態及び経営成績の状況

ａ．経営成績

　当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の拡大等を背景として、

緩やかな回復基調で推移しました。一方で、継続的な物価上昇とそれに伴う個人消費の停滞感や、不安定な国

際情勢等、国内外の景気の先行きは不透明な状況が続いております。

　そのような状況の中、当社グループが主に事業展開を行うスマートフォン関連市場においては、2026年４月

の内閣府『令和８年３月実施調査結果：消費動向調査』の報告によりますと、2026年３月末の国内スマート

フォン世帯普及率は93.5％と高い水準を維持しております。

　また、当社がターゲットとする動画投稿・ライブ配信市場は新規利用者の増加や既存利用者による複数サー

ビス併用による利用機会増加を受けて市場規模の成長が継続する中、新たに参入する企業や競合各社における

積極的な広告宣伝販促活動、配信ユーザーの囲い込み等が継続し、競争は引き続き激化しております。

　このような事業環境のもと、当社グループにおいては、ライブ配信事業の「ふわっち」が前事業年度に引き

続き、新たなアイテムや機能の提供等を通じてユーザーへの利便性や満足度を高めつつ、ユーザーエンゲージ

メントを高めることを企図したサービス内での新たなイベントの開催等を通じてユーザーを飽きさせない施策

を定期的に実施しました。加えて、獲得効率を意識した効果的な広告宣伝活動を行いました。

　当連結会計年度の経営成績は、売上高14,631百万円（前年同期比6.1％増加）、営業利益1,976百万円（前年

同期比1.8％減少）、経常利益1,821百万円（前年同期比2.0％減少）、親会社株主に帰属する当期純利益1,155

百万円（前年同期比7.3％増加）となりました。

 

ｂ．財政状況

（資産）

　当連結会計年度末の資産合計は7,506百万円となり、前連結会計年度末より751百万円の増加となりました。

これは主に、現金及び預金の増加481百万円、売掛金の減少103百万円、前渡金の増加202百万円、有形固定資

産の増加61百万円、無形固定資産の増加50百万円、投資有価証券の増加60百万円、敷金保証金の減少２百万円

及び繰延税金資産の減少60百万円によるものであります。

 

（負債）

　当連結会計年度末の負債合計は2,482百万円となり、前連結会計年度末より177百万円の減少となりました。

これは主に、未払金の増加56百万円、未払法人税等の減少165百万円、未払消費税等の減少28百万円、ポイン

ト引当金の減少３百万円、長期借入金の減少７百万円及び預り保証金の減少30百万円によるものであります。

 

（純資産）

　当連結会計年度末の純資産合計は5,024百万円となり、前連結会計年度末より929百万円の増加となりまし

た。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上1,155百万円、配当金の支払による107百万円の支

出、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により154百万円増加及び自己株式の取得による261百万円の

減少によるものであります。この結果、自己資本比率は66.94％となり、前連結会計年度末の60.63％に比べ、

6.30ポイント上昇いたしました。
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②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ481百

万円増加し、4,849百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は、1,099百万円（前年同期は1,558百万円の収入）となりました。主な増加要因

は、税金等調整前当期純利益の計上1,822百万円、減価償却費の計上46百万円、のれん償却額の計上５百万円、

株式報酬費用の計上142百万円、売上債権の減少125百万円及び未払金の増加42百万円によるものであります。主

な減少要因は、ポイント引当金の減少３百万円、未払消費税等の減少35百万円、預り保証金の減少30百万円及び

法人税等の支払額763百万円によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は、183百万円（前年同期は130百万円の支出）となりました。これは主に、連結

の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出23百万円、投資有価証券の取得による支出60百万円、有形固定

資産の取得による支出92百万円及び無形固定資産の取得による支出６百万円によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は、436百万円（前年同期は479百万円の支出）となりました。これは主に、長期

借入金の返済による支出67百万円、自己株式の取得による支出261百万円及び配当金の支払額107百万円によるも

のであります。

 

③　生産、受注及び販売の実績

ａ　生産実績

　当社グループが提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

 

ｂ　受注実績

　当社グループが提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

 

ｃ　販売実績

　当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

前年同期比（％）

一般消費者向け関連計（千円） 14,612,886 +6.1

自治体向け・企業向け関連計（千円） 18,618 △18.0

合計 14,631,505 +6.1

（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次の通りであります。下表の主な

取引先別の販売実績のうち、当該販売実績の総販売実績に対する割合が10％未満の相手先につきましては記

載を省略しております。

相手先

前連結会計年度
（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

Apple Inc. 2,776,079 20.12 2,272,094 15.53

Google Inc. 1,871,075 13.56 1,770,139 12.10

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 4,010,396 29.07 5,124,841 35.03

PayPay株式会社 1,926,867 13.97 3,013,522 20.60
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりでありま

す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

①　経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容等

（売上高）

　当連結会計年度における売上高は、14,631百万円（前年同期比106.1％）となりました。

　売上高の分析・検討内容につきましては、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析　(1）経営成績等の状況の概要　①　財政状態及び経営成績の状況　ａ．経営

成績」に記載のとおりであります。

 

（売上原価、売上総利益）

　当連結会計年度における売上原価は、955百万円（前年同期比133.5％）となりました。

　主な要因は、ライブ配信事業の「ふわっち」に係るサーバー費用の増加、人件費等の増加に伴う開発原価の増

加及びVTuber事業に係る売上原価の増加によります。この結果、売上総利益は13,675百万円（前年同期比

104.5％）となりました。

 

（販売費及び一般管理費、営業利益）

　当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、11,698百万円（前年同期比105.7％）となりました。

　主な要因は、人件費等の増加、新規事業への投資、ライブ配信事業の「ふわっち」のユーザー数増大のための

広告宣伝費及び販売促進費の増加及び売上高増加に伴うポイント関連費用の増加によるものです。この結果、営

業利益は1,976百万円（前年同期比98.2％）となりました。

 

（営業外損益、経常利益）

　当連結会計年度において、営業外収益は13百万円、営業外費用は168百万円となりました。

　主な要因は、人的資本拡充のための株式報酬費用を計上したことによるものです。この結果、経常利益は

1,821百万円（前年同期比98.0％）となりました。

 

（特別損益、法人税等合計、親会社株主に帰属する当期純利益）

　当連結会計年度において、負ののれん発生益による特別利益０百万円を計上しました。

　税金費用（法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額）を666百万円計上した結果、親会社株主に帰属

する当期純利益は1,155百万円（前年同期比107.3％）となりました。

 

　なお、当社グループの事業セグメントは、一般消費者向け関連事業と自治体向け・企業向け関連事業でありま

すが、一般消費者向け関連事業の全セグメントに占める割合が高く、自治体向け・企業向け関連事業は開示情報

としての重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。

　また、財政状態の状況につきましては、「第２　事業の状況　４経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析　(1）経営成績等の状況の概要　①　財政状態及び経営成績の状況　ｂ．財政状況」

に、キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２　事業の状況　４経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析　(1）経営成績等の状況の概要　②　キャッシュ・フローの状況」に記載して

おります。
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②　資本の財源及び資金の流動性に関する分析

　当社グループは、事業活動の維持・拡大に必要なユーザーへの報酬支払、マーケティング投資等に要する資金

を安定的に確保するとともに、手元資金の流動性を確保するため、金融機関からの借入等の外部資金を有効に活

用しております。

　一般消費者向け関連事業の売掛金回収までに必要な支払い等の短期資金需要につきましては、営業活動による

キャッシュ・フローのほか金融機関から短期借入を行い、流動性の確保に努めております。また、大規模な設備

投資や長期資金需要につきましては、金融機関からの長期借入やリースの活用を基本としておりますが、必要に

応じてエクイティファイナンスによる資金調達についても資金需要の額や用途、当該タイミングにおける金利及

び資本コストを勘案した上で優先順位を検討して実施する予定です。現時点で、短期的な資本の財源及び資金の

流動性に問題はありませんが、今後も資金の残高及び各キャッシュ・フローの状況を常にモニタリングしつつ、

資本の財源及び資金の流動性の確保・向上に努めます。

　なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は280百万円です。

 

③　経営成績に重要な影響を与える要因について

　経営成績に重要な影響を与える要因については、「第２　事業の状況　３　事業等のリスク」をご参照くださ

い。

 

④　経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「第２　事

業の状況 １　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等　(4）経営上の目標の達成状況を判断するための客観

的な指標等」に記載のとおり、主な経営指標として配信ユニークユーザー数、課金ユニークユーザー数、課金総

額を経営上重要な指標として位置付けております。課金総額の拡大には、課金ユニークユーザー数の拡大が必要

であり、そのためにはマーケティング活動による外部からの獲得や既存の非課金ユーザーの課金ユーザーへの転

化促進、また配信ユーザー数の拡大によるプラットフォームとしての魅力、多様性の向上が必要と考えておりま

す。今後も各指標の拡大に注力していく方針です。

　2026年３月期における各指標について、第４四半期における月次平均の配信ユニークユーザー数は24,542人

（前年同期比3.9％減）、月間５万ポイント以上獲得する月次有力配信ユニークユーザー数は1,860人（前年同期

比0.6％増）、課金ユニークユーザー数は36,131人（前年同期比9.5％減）となりました。また、第４四半期にお

ける課金ユーザー１人当たりの月次平均課金額は29,833円（前年同期比2.2％増）となりました。

　上記のとおり、課金ユニークユーザー数は減少傾向にあるものの、課金ユーザー１人当たりの月次平均課金額

は増加基調で持続可能な適正水準で推移していることから、安定的に収益獲得が見込める状況と考えておりま

す。

 

⑤　重要な会計方針及び見積り及び当該見積に用いた仮定

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されてお

ります。この連結財務諸表作成にあたっては、経営者による会計方針の選択・適用、期末日における資産及び負

債の残高、収益及び費用等に影響を与える過程や見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りを過

去の経験やその時点の状況として妥当と考えられる合理的見積りを行っております。しかしながら、前提条件や

その後の環境等に変化がある場合には、実際の結果がこれからの見積りと異なる可能性があります。なお、当社

グループの連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５　経理の状況　１連結財務

諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項　（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載のとおり

であります。

 

⑥　経営者の問題認識と今後の方針について

　経営者の問題認識と今後の方針については、「第２　事業の状況　１　経営方針、経営環境及び対処すべき

課題等」をご参照ください。
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５【重要な契約等】

(1）スマートフォン等端末向けアプリプラットフォーム事業者との契約

契約会社名 相手先の名称 相手先の所在地 契約内容 契約期間

株式会社A Inc. Apple Inc. 米国
iOS搭載端末向けアプリケーションの配

信及び販売に関する契約

１年間

（１年毎の自動更新）

株式会社A Inc. Google Inc. 米国
Android搭載端末向けアプリケーション

の配信及び販売に関する契約
定めなし

 

６【研究開発活動】

　金額が僅少なため、記載を省略しております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度の設備投資については、研究開発機能の充実・強化などを目的とした設備投資を継続的に実施して

おります。

　当連結会計年度の設備投資の総額は88,663千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりで

あります。

 

(1）全社共通

　当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社において福井本店増築に係る土地の購入、建設費用及びPC等に総額

88,663千円の投資を実施しました。

　なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却又は売却はありません。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

2026年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
工具、器具
及び備品

土地
（面積㎡）

ソフト
ウエア

建設
仮勘定

その他 合計

本店

（福井県鯖江市）
全社共通

事務所設備

（土地及び

建物）

369,907 19,186
76,853

(4,947)
- 39,247 - 505,193

69

(2)

東京本社

（東京都渋谷区）
全社共通 事務所設備 74,819 35,890

-

(-)
2,083 - - 112,793

56

(6)

（注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．東京本社は建物を賃借しており、年間賃料は59,425千円であります。

３．東京本社は複合機及び空気清浄機をリースしており、年間リース料は1,899千円であります。

４．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書きしております。なお、臨時雇用者とは、パートタイマーとアル

バイトであり、派遣社員を除いております。

 

(2）国内子会社

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(3）在外子会社

　該当事項はありません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

 

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2026年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2026年６月22日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 42,568,400 42,568,400
東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式であり、株主

としての権利内容に何ら制限

のない当社における標準とな

る株式であり、１単元の株式

数は、100株であります。

計 42,568,400 42,568,400 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

2021年８月31日

（注１）

普通株式

2,490

普通株式

21,915

Ａ種優先株式

5,872

249,986 852,013 249,986 819,763

2021年９月８日

（注１）

普通株式

249

普通株式

22,164

Ａ種優先株式

5,872

24,998 877,012 24,998 844,762

2022年６月23日

（注２）

普通株式

33,223,836

Ａ種優先株式

8,802,128

普通株式

33,246,000

Ａ種優先株式

8,808,000

－ 877,012 － 844,762

2022年８月22日

（注３）

普通株式

8,808,000

普通株式

42,054,000

Ａ種優先株式

8,808,000

－ 877,012 － 844,762

2022年９月７日

（注３）

Ａ種優先株式

△8,808,000

普通株式

42,054,000
－ 877,012 － 844,762

2022年12月21日

（注４）
－

普通株式

42,054,000
－ 877,012 － 844,762

2024年８月９日

（注５）

普通株式

514,000

普通株式

42,568,400
84,618 961,631 84,618 929,381

（注）１．有償、第三者割当による新株発行となります。発行価格は200,792円、資本組入額は100,396円です。

主な割当先：TBSイノベーション・パートナーズ２号投資事業組合、赤浦徹

（注）２．2022年５月18日開催の取締役会決議により、2022年６月23日付で普通株式１株につき1,500株の株式分割を

行っております。

（注）３．2022年８月22日付で、Ａ種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのＡ種優先株式を自

己株式として取得し、対価として当該Ａ種優先株主にＡ種優先株式１株につき普通株式１株を交付しており

ます。また、2022年９月７日付で当該Ａ種優先株式の全てを消却しております。

（注）４．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集、自己株式の処分により行われたものであり、資本組入

れされません））

発行価格　　　　　　 340円

引受価額　　　　　312.80円

資本組入額　　　　　　－円

払込金総額　　17,829,600円

（注）５．2024年８月９日付で、譲渡制限付株式報酬としての新株発行により、発行済株式総数が514,400株、資本金

が84,618千円及び資本準備金が84,618千円増加しております。
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（５）【所有者別状況】

       2026年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 3 22 58 32 14 7,036 7,165 －

所有株式数（単元） － 2,946 30,515 21,511 30,593 117 339,922 425,604 8,000

所有株式数の割合

（％）
－ 0.69 7.17 5.05 7.19 0.03 79.87 100 －

（注）自己株式1,360,200株は、「個人その他」に13,602単元含まれております。

 

（６）【大株主の状況】

  2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の
総数に対する
所有株式数の
割合（％）

福野　泰介 福井県鯖江市 10,429,200 25.30

赤浦　徹 東京都港区 5,412,000 13.13

岸　周平 茨城県龍ヶ崎市 4,749,300 11.52

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 1,464,000 3.55

上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目４番２号 1,152,600 2.79

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG

(FE-AC)

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内１丁目4-5）

759,823 1.84

木下　圭一郎 東京都千代田区 667,700 1.62

jig.jp従業員持株会 東京都渋谷区桜丘町１丁目１ 637,500 1.54

THE　BANK　OF　NEW YORK　MELLON　１

４００４０

（常任代理人　株式会社みずほ銀行）

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY

10286, U.S.A.

（東京都港区港南２丁目15番１号）

561,800 1.36

THE　BANK　OF　NEW YORK　MELLON　１

４００４２

（常任代理人　株式会社みずほ銀行）

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY

10286, U.S.A.

（東京都港区港南２丁目15番１号）

539,300 1.30

計 － 26,373,223 64.00

（注）　上記のほか当社所有の自己株式1,360,200株があります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,360,200

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,200,200 412,002

株式の内容については前記１株

式等の状況(1)②記載のとおり

です。

単元未満株式 普通株式 8,000 － －

発行済株式総数  42,568,400 － －

総株主の議決権  － 412,002 －

 

②【自己株式等】

    2026年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合（％）

（自己保有株式）

株式会社jig.jp

福井県鯖江市横越町第10号

34番地１
1,360,200 － 1,360,200 3.19

計 － 1,360,200 － 1,360,200 3.19
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号による普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

取締役会（2025年８月13日）での決議状況

（取得期間2025年８月14日～2025年12月24日）
1,000,000 290,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 1,000,000 261,863

残存決議株式の総数及び価額の総額 － 28,136

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 0.0 9.7

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） 0.0 9.7

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移

転を行った取得自己株式
－ － － －

その他（譲渡制限付株式報酬による自己株

式の処分）
539,800 143,047 － －

保有自己株式数 1,360,200 － 1,360,200 －

（注）　当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。
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３【配当政策】

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、経営成績及び財政状態を勘案しな

がら、安定した収益に基づき、将来の事業展開に備えた内部留保を確保しつつその一部を配当として株主の皆様に還

元することを基本方針としております。

　剰余金の配当を行う場合、年１回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっており

ます。また、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当制度を採用しており、中間配当を取締役会の決議に

よって行うことができる旨を定款に定めております。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針のもと、期末配当金は１株当たり２円93銭を、2026年

６月23日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。

 

（注）　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

2026年６月23日
120,740 2.93

定時株主総会決議（予定）
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

　当社は、「利用者に最も近いソフトウェアを提供し、より豊かな社会を実現する」という経営理念の下、持続

的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、さまざまな事業に取り組んでいます。当社は、このビジョンを

実現するためには、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保することが不可欠との認識を有しております。

コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、当社、当社グループ及びその役職員が遵守すべき各種規則

などを定め、これらを周知・徹底し、その運用、改善を通じて、全社として内部統制の強化、充実を図っており

ます。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　当社は監査役会設置会社です。当社では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナン

ス体制を構築しています。

　取締役７名のうち３名を社外取締役にすることで取締役相互の監視機能を強化できると考えております。監査

役は、公認会計士、税理士及び弁護士などの専門的な見地からも取締役の職務執行に対する監査を行っておりま

す。また、監査役４名全員を社外監査役にすることでより独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機

能の強化を図っています。そして、当社は、経営の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るとともに、経

営に携わる人材登用の機会の拡大による次世代育成層の育成、会社の競争力強化及び業績向上を目的として、

2023年６月27日より執行役員制度を導入しております。さらに、当社社内のガバナンスを強化する機関としてコ

ンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。これらのことから、コーポレート・ガバナンスの実効

性を確保でき、持続的な成長及び長期的な株主価値の向上に有効であると判断し、現状の体制を採用していま

す。

　その企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
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（取締役会）

　当社の取締役会は、代表取締役社長１名および取締役６名の７名で構成されており、取締役の内３名が社外取

締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月１回開催するほか

必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令又は定款に定める事項の他、経営上の業務執

行の基本事項について決定するとともに、その執行を監督しております。取締役会は、川股将、田中雄一郎、福

野泰介、岸周平、赤浦徹、菅沼匠、矢島里佳、葛西倫子、豊島絵、上杉昌隆、上松恵理子により構成されてお

り、議長は代表取締役社長CEOの川股将が務めております。なお、赤浦徹、菅沼匠、矢島里佳は社外取締役、葛

西倫子、豊島絵、上杉昌隆、上松恵理子は社外監査役です。

　当事業年度において、当社は取締役会を計17回（書面決議による取締役会を除く）開催しており、個々の取締

役の出席状況については次のとおりであります。

役職 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役社長CEO 川股　将 17回 17回

取締役CFO 田中　雄一郎 17回 17回

取締役　創業者 福野　泰介 17回 17回

取締役 岸　周平 17回 17回

取締役 赤浦　徹 17回 17回

取締役 菅沼　匠 17回 17回

取締役 矢島　里佳 17回 16回

注．書面決議による取締役会の回数は除いております。

 

　取締役会における具体的な検討内容として、法令で定められた事項、及び会社経営・グループ経営に関する重

要事項等、取締役会規程に定めた事項を決定するとともに、取締役から定期的に職務執行状況の報告を受けるこ

と等により、取締役の職務執行を監督しています。

 

（監査役・監査役会）

　当社の監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役３名の計監査役４名で構成されており、全員が社外監査役で

あります。公認会計士及び弁護士を各々１名含んでおります。監査役は、取締役会への出席を通じ、取締役会の

意思決定の状況及び取締役会の各取締役に対する監督状況を監督しています。さらに、取締役や従業員からの聴

取などを通じて、取締役の業務執行について監査しています。なお、常勤監査役が子会社５社の監査役を兼務し

ております。

　監査役会は原則として月１回開催され、監査役会にて、監査の方針や計画などを定めるほか、会計監査人の選

任等に関して株主総会に提出する議案の内容の決定を行い、また、監査役の職務の執行状況、各監査役が会計監

査人、取締役、内部監査部門等の使用人その他の者から受けた事項の報告を行っております。監査役会は、葛西

倫子、豊島絵、上杉昌隆、上松恵理子により構成されており全員が社外監査役です。また、議長は、常勤監査役

の葛西倫子が務めております。

 

（経営会議）

　経営会議は原則として月１回開催され、取締役会決議事項以外の重要な決議、各部門からの報告事項が上程さ

れ、審議等を行っております。経営会議は常勤取締役及び代表取締役社長が指名した者をもって構成されてお

り、その決議は、常勤取締役の過半数が出席し、出席した常勤取締役の過半数をもって行っております。

　経営会議は川股将、田中雄一郎、オブザーバーとして福野泰介、岸周平、常勤監査役の葛西倫子及び執行役員

により構成されております。また、議長は代表取締役社長CEOの川股将が務めております。
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（コンプライアンス・リスク管理委員会）

　コンプライアンス・リスク管理委員会は原則として３ヶ月に１回開催され、リスク管理の状況を把握し必要な

情報の共有化を図るとともに、適切なリスク管理を実施し、全社的なコンプライアンス及びリスク管理を推進す

るための審議を行っております。コンプライアンス・リスク管理委員会は委員長である代表取締役社長が指名し

た者をもって構成されております。

　コンプライアンス・リスク管理委員会は、川股将、田中雄一郎、菅沼匠、執行役員、その他代表取締役社長が

任命した者、オブザーバーとして常勤監査役の葛西倫子、また必要に応じて代表取締役社長によって指名された

者により構成されております。なお、菅沼匠は社外取締役です。

 

③　企業統治に関するその他の事項

ａ　内部統制システムの整備の状況

　当社は、会社法の定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合するための体制その他株式会社の業務の

適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して当社で定める内部統制システ

ム構築の基本方針に従って体制を構築・運用しております。この基本方針に基づく内部統制システムの整備・

運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応

して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めます。当社の内部統制シス

テムに関する基本方針は次のとおりです。

 

（ⅰ）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、取締役及び使用人を含めた行動規範として「行動基準」を定め、その周知徹底を図るととも

に、取締役及び使用人は、自らが主体的に法令、定款、社会的規範等を遵守し業務の遂行に当たります。

　取締役は、これらを率先垂範し、その遵守の重要性につき繰り返し対話を行い、その周知徹底をはかる

とともに、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ち

に常勤監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会及び監査役会において報告します。

　内部監査担当者は、コンプライアンスの実施状況を内部監査し、各部門における法令、定款及び社内規

程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案等を行います。

 

（ⅱ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、「取締役会規程」「経営会議規程」「職務決裁基準規程」等に基づき、取締役の業務執行に係

る事項を、取締役会又は稟議手続をもって、その重要性の度合に応じて決議又は決裁し、記録を残しま

す。また、必要に応じて保存及び管理状況の検証、規程等の見直しを行います。

　情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責

任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施します。企業秘密につい

ては、「内部者取引管理規程」及び「秘密情報管理規程」に基づき、秘密性の程度に応じて定める管理基

準に従い適切に管理します。個人情報については、法令及び「個人情報管理規程」に基づき、厳重に管理

します。

 

（ⅲ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社として一貫した方針の下に、効果的かつ総合的にリスク管

理を実施します。

　事業活動に伴う各種のリスクについては、事業部門が、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優

先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実

施します。

　経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議にお

いて十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会及び監査役会において報告します。

　事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、しかるべき予

防措置をとります。また、緊急時の対策等を基本的指針に定め、危機発生時には、これに基づき対応しま

す。

　内部監査担当者は、リスク管理体制及びリスク管理の実施状況について監査を行い、監査を受けた部署

は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講じます。
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（ⅳ）取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

　当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、取締役会規程により定めている事項及びその付議基準に該

当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行います。また、取締役会

で定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行います。

日常の職務執行については、職務権限及び職務分掌等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明

確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行

が適正かつ効率的に行なわれる体制の構築、維持、向上を図ります。

 

（ⅴ）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、職務分掌及び行動基準に基づいて、公正かつ効率的に経営を行う体制を確保します。各部門

は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、業務の適正性の

確保に努めます。

　子会社については、「関係会社管理規程」に従い、子会社の取締役等の職務の執行に係る重要事項につ

いて承認を行うとともに、業績状況等について定期的に報告を受け、業務の適正化を図ります。

　子会社は取締役会設置会社とし、子会社各社に取締役及び監査役を派遣し、グループ全体のリスクの抑

止を図ります。また、内部監査による業務監査により、子会社の業務全般にわたる監視体制を確保しま

す。

 

（ⅵ）財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、適正な会計処理を確保し、金融商品取引法が求める財務報告の信頼性を確保するため、内部統

制の基本方針及び経理業務に関する規程を定めるとともに、適正かつ有効な内部統制システムの整備・運

用を行います。

　内部監査担当者は、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、財務報告に係る内部統制

について監査を行い、監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じます。

 

（ⅶ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びそ

の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役

を補助すべき使用人を任命するものとします。

　監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮・監督及び人事考課等に関する権限

は監査役に移譲されるものとし、取締役の指揮命令は受けないものとして、その独立性を確保します。

 

（ⅷ）監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性に関する事項

　当社は、監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性を確保するため、必要な知識・能力を備えた

補助使用人を確保します。補助使用人は、内部監査担当者をはじめ執行部門の調査権限を有するとともに

必要な会議に出席できるものとします。

 

（ⅸ）当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制並びに報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けない体制を確保するための体制

　取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行いま

す。各部門長及び内部監査担当者は、その職務の内容に応じ、定期的に常勤監査役に対する報告を行いま

す。重要な決裁書類は、常勤監査役の閲覧に供します。

　取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事象及び不祥事や法令・定款違反行為等

の重大な不正行為を認知した場合のほか、取締役会及び経営会議の付議事項・決議事項・報告事項、重要

な会計方針及びその変更、内部監査の結果、その他必要な重要事項を、遅滞なく監査役に報告するものと

します。

　使用人からの監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密として保持するとともに、当該

通報者に対する不利益な取扱いを禁止します。
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（ⅹ）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等重要会議に出席する

とともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができ

ます。

　監査役は代表取締役との定期的な意見交換を行うほか、独立性と権限により、監査の実効性を確保する

とともに、管理本部及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図ります。

　監査役は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上します。監査役が必要な費

用の請求をしたときは、その費用は会社が負担するものとし、速やかに当該費用又は債務を処理します。

緊急又は臨時の費用については、職務の執行上必要でないと認められた場合を除き、前払い又は事後当社

に償還を請求できるものとします。

 

（ⅺ）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社では、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、一切関係を持たず、

経済的な利益を供与せず、また違法・不当な要求に毅然として応じないことを基本姿勢とします。これを

実現するために、社内において周知徹底を図るとともに、所轄警察署、公益社団法人警視庁管内特殊暴力

防止対策連合会及び弁護士等の外部専門機関との連携を図るものとします。

 

ｂ　リスク管理体制の整備の状況

　当社では、外部環境、天災・火災、情報の漏えい、システム障害、訴訟、サービスの品質等様々な事業運営

上のリスクについて、「リスク管理規程」を制定し、これらのリスクにより当社が経営の危機に直面した場合

には、代表取締役社長を対策本部長として当該危機を解決・克服又は回避することとしております。また、代

表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しているほか、必要に応じて、弁護

士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未

然防止と早期発見に努めております。

 

ｃ　取締役会で決議できる株主総会決議事項

（ⅰ）取締役及び監査役の責任免除

　当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定に

より、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に

定めております。

 

（ⅱ）中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的として、会社法第454条第５項の規定によ

り、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めてお

ります。

 

（ⅲ）自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができ

る旨定款に定めております。

 

ｄ　責任限定契約の内容の概要

　当社と各取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠

償責任の限度額は、各氏とも１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
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ｅ　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結していま

す。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の役員、執行役員、管理職従業員であり、当該保

険契約に係る保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約

では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって

生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとされています。ただし、被保険者が法令に違反す

ることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

 

ｆ　取締役の定数

　当社の取締役は９名以内と定款に定めております。

 

ｇ　取締役の選任の決議要件

　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 

ｈ　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項の定めによる決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これ

は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。
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（２）【役員の状況】

　2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

①　役員一覧

男性　8名　女性　3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

社長CEO
川股　将 1991年９月４日

2016年４月 野村證券株式会社　投資銀行部門　入社

2021年２月 当社　入社

2023年６月 当社　執行役員　事業戦略担当

2024年６月 当社　代表取締役社長CEO（現任）

2024年６月 株式会社A Inc.　代表取締役社長（現任）

2024年６月 株式会社B Inc.　取締役（現任）

2024年12月 株式会社C Inc.　取締役（現任）

2025年４月 株式会社アンビリアル　代表取締役社長（現任）

2026年４月 株式会社バチェラーデート（現：株式会社Miris）　

取締役（現任）
　

(注)３ 222,600

取締役CFO 田中　雄一郎 1992年12月30日

2016年４月 野村證券株式会社　投資銀行部門　入社

2022年１月 JPモルガン証券株式会社　投資銀行本部　入社

2023年４月 当社　入社

2023年６月 当社　執行役員　財務戦略・IR担当

2024年６月 当社　取締役CFO（現任）

2024年６月 株式会社A Inc.　取締役（現任）

2024年６月 株式会社B Inc.　取締役（現任）

2024年12月 株式会社C Inc.　取締役（現任）

2025年４月 株式会社アンビリアル　取締役（現任）
　

(注)３ 81,000

取締役　創業者 福野　泰介 1978年11月８日

2001年３月 有限会社ユーエヌアイ研究所

（現：株式会社ユーエヌアイ研究所）設立　代表取締

役

2002年12月 株式会社ユーエヌアイ研究所　取締役副社長

2003年５月 当社　設立　代表取締役社長

2004年５月 有限会社モノバイト　設立　代表取締役

2005年３月 株式会社ユーエヌアイ研究所　取締役

2015年５月 一般社団法人福井県情報システム工業会　理事（現

任）

2016年５月 株式会社B Inc.　代表取締役社長

2017年３月 株式会社A Inc.　取締役

2018年６月 当社　取締役会長

2022年５月 一般社団法人高専人会　理事（現任）

2022年９月 学校法人神山学園　評議員（現任）

2023年６月 当社　代表取締役社長

2023年６月 株式会社A Inc.　代表取締役社長

2023年６月 株式会社B Inc.　取締役（現任）

2024年６月 当社　取締役 創業者（現任）

一般社団法人ソフトウェア協会　理事（現任）

2024年10月 公益財団法人IchigoJam財団　代表理事（現任）
　

(注)３ 10,429,200

取締役 岸　周平 1976年８月16日

2000年４月 株式会社アクシブドットコム

（現：株式会社CARTA HOLDINGS）入社

2003年５月 当社　設立　取締役（現任）

2013年７月 株式会社A Inc.　代表取締役

2013年８月 スマートアイデア株式会社　取締役

2016年４月 株式会社A Inc.　取締役（現任）
　

(注)３ 4,749,300
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 赤浦　徹 1968年８月７日

1991年４月 日本合同ファイナンス株式会社

（現：ジャフコ　グループ株式会社）入社

1999年10月 インキュベイトキャピタルパートナーズ

ゼネラルパートナー

2000年３月 株式会社エスプール　社外取締役（現任）

2005年６月 当社　社外取締役（現任）

2007年８月 Sansan株式会社　社外取締役（現任）

2010年９月 インキュベイトファンド株式会社　代表取締役（現

任）

2014年10月 株式会社ダブルスタンダード　監査役

2017年３月 IFホールディングス株式会社　代表取締役（現任）

2017年12月 株式会社ispace　社外取締役（現任）

2019年７月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会　会長

2021年６月 株式会社ダブルスタンダード　社外取締役（現任）

2023年７月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会

特別顧問（現任）
　

(注)３ 5,412,000

取締役 菅沼　匠 1981年２月16日

2002年10月 監査法人トーマツ

（現：有限責任監査法人トーマツ）入所

2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所

（現：株式会社日本取引所グループ）出向

2005年５月 公認会計士登録

2012年12月 弁護士登録

2012年12月 弁護士法人クレア法律事務所　入所

2015年12月 リンクパートナーズ法律事務所　設立

代表パートナー（現任）

2016年７月 株式会社ベーシック　監査役

2017年５月 株式会社ダブルエー　社外取締役（現任）

（現：監査等委員）

2018年４月 株式会社ベーシック　取締役（現任）（現：監査等委

員）

2018年12月 当社　社外取締役（現任）

2020年９月 株式会社Arent　監査役（現任）

2025年８月 株式会社エージェントグロー　取締役（現任）（現：

監査等委員）
　

(注)３ 35,000

取締役 矢島　里佳 1988年７月24日

2011年３月 「日本の伝統を次世代につなぐ」

株式会社和える　創業　代表取締役社長（現任）

2023年１月 株式会社オーツーパートナーズ　社外取締役（現任）

2023年４月 株式会社Freewill　顧問（現任）

2024年６月 当社　社外取締役（現任）
　

(注)３ -

常勤監査役 葛西　倫子 1972年４月24日

1995年４月 株式会社日本興業銀行（現：株式会社みずほ銀行）入

社

2002年４月 公認会計士中村利一事務所（現：税理士法人リーチ）

入所

2007年５月 桐澤寛興会計事務所（現：響き税理士法人）入所

2008年３月 税理士法人みかさ入社

2009年４月 税理士登録

2014年１月 株式会社アカウンタックス入社

2016年11月 葛西倫子税理士事務所設立　所長（現任）

2018年４月 インキュベイトファンド株式会社入社

2021年１月 社会保険労務士登録

2023年６月 当社　監査役

2024年６月 当社　常勤監査役（現任）

2024年６月 株式会社A Inc.　監査役（現任）

2024年６月 株式会社B Inc.　監査役（現任）

2024年12月 株式会社C Inc.　監査役（現任）

2025年４月 株式会社アンビリアル　監査役（現任）

2026年４月 株式会社バチェラーデート（現：株式会社Miris）　

監査役（現任）
　

(注)４ -
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

監査役 豊島　絵 1977年２月４日

1999年10月 会計士補登録

2000年４月 朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）　入社

2003年４月 公認会計士登録

2005年12月 当社　監査役（現任）

2006年１月 豊島公認会計士事務所

（現：エヌ・ビー・シー税理士法人）設立　所長

2008年７月 税理士登録

2009年１月 株式会社TMS　設立　代表取締役（現任）

2012年11月 上海豊矩管理諮詢有限公司　設立　董事長（現任）

2013年７月 アルテック株式会社　監査役（現任）

2016年８月 台湾豊矩管理諮詢有限公司　設立　董事長（現任）

2018年10月 税理士法人TM総合会計事務所（現：エヌ・ビー・シー

税理士法人）　代表社員

2020年11月 みさき監査法人代表社員（現任）

2026年２月 エヌ・ビー・シー税理士法人　社員税理士（現任）
　

(注)５ -

監査役 上杉　昌隆 1965年７月31日

1995年４月 弁護士登録（東京弁護士会）

江守・川森・渥美法律事務所　入所

1999年４月 上杉法律事務所　開設

2000年９月 アムレック法律会計事務所

（現：霞が関法律会計事務所）共同経営者

2003年６月 デジタルアーツ株式会社　監査役

2007年６月 当社　監査役（現任）

2013年６月 株式会社Trade Safe（現：株式会社コマースOneホー

ルディングス）監査役（現任）

2013年12月 株式会社セレス　監査役

2014年11月 株式会社Aiming　監査役（現任）

2015年３月 桜田通り総合法律事務所 開設　共同経営者（現任）

2016年３月 株式会社フルキャストホールディングス　取締役（監

査等委員）（現任）

2016年６月 デジタルアーツ株式会社　取締役（監査等委員）（現

任）

2021年３月 株式会社セレス　取締役（監査等委員）（現任）
　

(注)５ -

監査役 上松　恵理子 1959年11月13日

2009年８月 新潟大学国際センター　非常勤講師

2012年４月 特定非営利活動法人Asuka Academy　理事（現任）

2013年４月 武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部　准教授

2013年４月 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

客員研究員

2014年４月 新潟リハビリテーション大学　非常勤講師

2014年４月 東洋大学　非常勤講師

2015年４月 早稲田大学　招聘研究員

2018年８月 東京大学先端科学技術研究センター　客員研究員

2020年４月 明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科

兼任講師

2022年３月 株式会社スノーピーク　社外取締役（監査等委員）

2022年10月 新潟リハビリテーション大学　特任教授（現任）

2023年４月 東京大学先端科学技術研究センター

客員上席研究員

2024年６月 当社　監査役（現任）
　

(注)６ -

計 20,929,100

（注）１．取締役　赤浦徹、菅沼匠及び矢島里佳は、社外取締役であります。

２．監査役　葛西倫子、豊島絵、上杉昌隆及び上松恵理子は、社外監査役であります。

３．2024年６月25日開催の定時株主総会終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。

４．2023年６月27日開催の定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。

５．2022年９月７日開催の臨時株主総会終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。

６．2024年６月25日開催の定時株主総会終結時から2028年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
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②　社外役員の状況

　当社は社外取締役３名、社外監査役４名を選任しております。

 

ａ．社外取締役

・社外取締役の赤浦徹は、インキュベイトファンド株式会社の代表取締役として、ベンチャーキャピタル事業

における長期の職務経験と他の会社における役員としての豊富な経験及びそれらを通じて培われた幅広い見

識を有しており、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待して選任しています。また、同氏は当社

の普通株式5,412,000株を保有しており、当社とSansan株式会社との間には、当社による先方広告サービス

の利用に関する取引関係が存在しますが、取引の規模は僅少であります。その他、人的関係、資本的関係ま

たは取引関係その他の利害関係はありません。

・社外取締役の菅沼匠は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社のガバナ

ンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断して選任しています。また、同氏は当社の普通株式

35,000株を保有しております。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしてお

り、当社との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

・社外取締役の矢島里佳は、日本のものづくりの技術を世界に拡げるという高い志を持ち、他の企業で代表取

締役として会社経営の経験を有するため、当社経営の意思決定に際して客観的かつ広い視野で適切な意見を

提示する等、業務執行の監督役割を果たし、当社のガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できる

と判断して選任しています。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、

当社との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

ｂ．社外監査役

・社外監査役の葛西倫子は、税理士および社会保険労務士としての専門的知見および税務、労務の見識を有し

ています。これらの専門性および見識を活かし、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての

職務を適切に遂行することを期待できるものと判断して選任しています。なお、同氏は、当社が定める「社

外役員の独立性判断基準」を満たしており、当社との間において、人的関係、資本的関係または取引関係そ

の他の利害関係はありません。

・社外監査役の豊島絵は、公認会計士・税理士としての財務、会計、税務に関する相当程度の知見を有してお

り、これらの幅広い見識を当社における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を述べる

など、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断して選任しています。なお、同氏

は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、当社との間において、人的関係、資本的

関係または取引関係その他の利害関係はありません。

・社外監査役の上杉昌隆は、弁護士として企業法務を含む専門的な見地から助言・提言を行っており、また他

社での社外監査役及び社外取締役としての経営に関する豊富な経験を活かし、当社の経営を監督することを

期待して選任しています。なお、当社と株式会社セレスとの間には、先方ポイントサービスの利用や広告収

入に関する取引関係が存在しますが、取引の規模は僅少であります。同氏は、当社が定める「社外役員の独

立性判断基準」を満たしており、当社との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害

関係はありません。

・社外監査役の上松恵理子は、他の会社での社外取締役の経験に加え、情報通信教育に関する専門的知見およ

び情報通信教育アドバイザーとしての見識も有しており、これらの専門性を活かし、当社の社外監査役とし

てその職務を適切に遂行できるものと判断して選任しています。なお、同氏は、当社が定める「社外役員の

独立性判断基準」を満たしており、当社との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利

害関係はありません。
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独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方

　当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であ

ると考えており、取締役会・監査役会それぞれ社外役員を含めて構成し、各機関が監督・監視機能を果たすため

の体制を整備しており、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することに

よって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそ

れがない立場からの意見・見識を経営判断に反映させることは、経営の透明性を高めるうえで重要であるとの認

識から、社外役員については経営者から独立した立場の役員が複数名で構成することとしています。

　なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として「社外役員の

独立性判断基準」を定めており、有価証券報告書提出日（2026年６月22日）現在、社外役員７名のうち６名（社

外取締役２名、社外監査役４名）を当該独立役員に指定しています。

　以上のことから、当社現状の社外役員選任状況は、当該独立性に関する方針並びに当社コーポレート・ガバナ

ンス体制の構築にあたっての基本的な考え方に合致していると考えています。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、その

他の重要事案についての報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を

行っております。

　社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明すると

ともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重

要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また、内部監査担当者からの内部監査に関す

る報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査担当者及び会計監査人との情報

交換を含む綿密な協力関係を維持しております。
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（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

　有価証券報告書提出日現在、当社における監査役監査は、４名の社外監査役（常勤監査役１名、非常勤監査役

３名）で構成されております。

　監査結果の共有、監査の有効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を目的に、原則として月１回監

査役会を開催しております。監査役会は、監査方針及び監査計画（重点監査項目、監査対象、監査の方法、実施

時期、その他必要事項）を立案し、監査役会において決議の上で策定します。監査役の職務の分担は、監査役会

での協議を踏まえ、監査役会の決議を経て決定します。監査役会は、決議された監査方針及び監査計画等につい

て、代表取締役社長及び取締役会に説明しております。

　各監査役は、定時及び臨時取締役会に常時出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べる他、業務執行

に関する重要書類を閲覧し、業務執行の全般にわたって、監査を実施しております。

　なお、常勤監査役の葛西倫子は、税理士及び社会保険労務士としての専門的知見及び税務、労務の見識等を有

しております。また非常勤監査役の豊島絵は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しております。また非常勤監査役の上杉昌隆は、弁護士として専門知識・経験等を有しております。また非

常勤監査役の上松恵理子は、他の会社での社外取締役の経験に加え、情報通信教育に関する専門的知見および情

報通信教育アドバイザーとしての見識も有しております。

　当事業年度において監査役会を月１回開催しており、個々の監査役の出席状況は、次のとおりであります。

役職 氏名 開催回数 出席回数

常勤監査役（社外） 葛西　倫子 13回 13回

非常勤監査役（社外） 豊島　絵 13回 13回

非常勤監査役（社外） 上杉　昌隆 13回 13回

非常勤監査役（社外） 上松　恵理子 13回 13回

 

　監査役会における具体的な検討事項として、監査計画の制定、監査業務の分担、取締役の職務執行の監査、内

部統制システムの妥当性、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。

　また、常勤監査役の活動として、取締役会の他、経営会議等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、取締役

等へのヒアリングを実施し、監査の環境の整備及び社内の情報収集に積極的に努めており、他の監査役との情報

共有に努めております。

 

②　内部監査の状況

　当社における内部監査は、管理本部の人員１名が担当しております。ただし、管理本部の監査に関しては、事

業本部の担当者１名が実施し、内部監査の独立性・客観性の確保を図っております。

　内部監査は、経営の合理化・能率化及び業務の適正な遂行を図ることを目的とし、「内部監査規程」に基づ

き、事業年度毎の内部監査計画に従い、社内各部門及び子会社を対象として、法令や定款、社内規程の遵守状況

及び業務活動の効率性などについて、内部監査を実施し「内部監査報告書」を作成の上、代表取締役社長に報告

しております。内部監査担当者は、代表取締役社長の承認を得た上で、内部監査報告書を被監査部門の部門長に

交付しております。また、代表取締役社長は、内部監査報告書の内容をもとに被監査部門に対して業務改善に向

けた助言・勧告を行っております。

　被監査部門の部門長は、内部監査報告書に改善勧告等がある場合、改善実施の計画、内容、期限を付して回答

書を内部監査担当者に提出し、内部監査担当者は、改善状況を確認して代表取締役社長に報告しております。

　また、内部監査担当者は、監査役及び監査法人と監査情報の緊密な連携を保ち、半期に１回、意見交換するこ

とで、監査の効果的かつ効率的な実施に努めております。
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③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

ｂ．継続監査期間

９年

 

ｃ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　島津　慎一郎

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　尾形　隆紀

 

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士７名、その他の補助者11名

 

ｅ．監査法人の選定方針と理由

　監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、選

定しております。

 

ｆ．会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止の処分に関する事項

　　該当事項はありません。

 

ｇ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

　当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、太陽有限責任監査法人について、会計監査人

の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
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④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬（千円）

非監査業務に
基づく報酬（千円）

監査証明業務に
基づく報酬（千円）

非監査業務に
基づく報酬（千円）

提出会社 20,212 － 20,475 －

連結子会社 － － － －

計 20,212 － 20,475 －

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａを除く）

　該当事項はありません。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 

ｄ．監査報酬の決定方針

　当社の監査報酬の決定方針としては、監査人数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、監査役会の同

意のもと取締役会で決定しております。

 

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　当社監査役会は、当事業年度の監査計画及び報酬額の見積りについてその妥当性を検討した結果、会計監査

人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。
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（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　当社は、2022年６月７日開催の取締役会において、取締役の報酬等に係る決定方針を決議しています。当社の

取締役の報酬限度額は、2022年６月22日開催の第19回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百

万円以内（うち社外取締役の報酬限度額は年額30百万円以内）、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議

されております。当該株主総会決議時点での取締役の員数は８名、監査役の員数は３名であります。また、上記

の取締役の報酬等の額とは別枠として、2024年６月25日開催の第21回定時株主総会において、取締役（社外取締

役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内と

決議されております。当該株主総会決議時点での取締役の員数は７名（うち社外取締役の員数は３名）でありま

す。

　取締役の報酬等は、上記株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会から委任された取締役　創業

者の福野泰介、取締役の岸周平、社外取締役の赤浦徹の３名が、職務、職責、職位、成果、業績、貢献度等を総

合的に勘案し、取締役の個別の報酬額を決定しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰して各取締

役の役割や貢献度に応じて評価を行うには、創業時からの株主である当該３名の取締役が適していると判断した

ためであります。なお、委任された内容の決定に当たって、取締役の個別の報酬額を決定する会議には、当該権

限の適切な行使を担保するための措置として独立社外取締役である菅沼匠が協議に加わり妥当性を確認すること

を取締役会で決定しており、報酬額の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するとともに、当該

３名の取締役はその協議の結果を踏まえて決定を行っていることから、取締役会としては、個別の報酬等の内容

は上記決定方針に沿うものであると判断しております。

　監査役の報酬等については、上記株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を

十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。

 

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（名）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 非金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く。）
78,611 54,496 - - 24,115 4

監査役

（社外監査役を除く。）
- - - - - -

社外役員 30,000 30,000 - - - 7

（注）上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であります。

 

③　役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　該当事項はありません。

 

（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら

株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的の投資株式と

し、それ以外を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

③　保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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５【従業員の状況等】

（１）【人材戦略に関する基本方針等】

　当社グループの人材戦略については、「第２ 事業の状況－２ サステナビリティに関する考え方及び取組－

(2）戦略－人的資本経営の取組」に記載しております。

　当社グループにおける従業員の給与その他の給付については、職務・役割、能力・スキル、成果・貢献、労

働市場環境、市場水準、物価動向等を総合的に勘案し、従業員の働きがい、成長意欲、定着、並びに持続的な

企業価値向上に資するよう決定することを基本方針としております。

 

（２）【従業員の状況】

① 連結会社の状況

 2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

一般消費者向け関連
78

(5)

自治体向け・企業向け関連
5

(1)

全社（共通）
42

(3)

合計
125

(9)

（注）１．従業員数は、就業人員数であります。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

３．臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

４．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

５．前連結会計年度末に比べ従業員数が23名増加しております。主な理由は、業容拡大に伴い期中採用が増加し

たことによるものであります。

 

② 提出会社の状況

    2026年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）
平均年間給与の

対前事業年度増減率（％）

58
35.2 6.2 6,666 △0.4

(3)

 

セグメントの名称 従業員数（人）

一般消費者向け関連
16

(0)

自治体向け・企業向け関連
2

(0)

全社（共通）
40

(3)

合計
58

(3)

（注）１．従業員数は、当社から連結子会社への出向者を除き、連結子会社との兼務者を含む就業人員数であり、連結

子会社のみに属する従業員67名は含まれておりません。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

３．臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

４．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

５．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

６．連結会社の従業員数125人における平均年齢は33.7歳、平均勤続年数は5.7年、平均年間給与は6,048千円と

なります。
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　当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありませ

ん。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の財務諸表について、太陽有限責任

監査法人により監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応ができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機

構へ加入し、監査法人他主催の各種セミナーへの参加や会計専門誌の定期購読を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,368,673 4,849,729

売掛金 1,203,711 1,100,641

前渡金 51,368 253,580

その他 37,607 98,521

流動資産合計 5,661,360 6,302,473

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１,※２ 461,630 ※１,※２ 449,536

工具、器具及び備品（純額） ※１ 62,297 ※１ 56,732

土地 ※２ 36,849 ※２ 76,853

建設仮勘定 － 39,247

有形固定資産合計 560,778 622,370

無形固定資産   

商標権 335 6,363

ソフトウエア 4,734 26,584

のれん － 22,303

無形固定資産合計 5,069 55,251

投資その他の資産   

投資有価証券 － 60,884

敷金保証金 191,714 189,319

繰延税金資産 335,565 275,470

その他 457 1,078

投資その他の資産合計 527,738 526,752

固定資産合計 1,093,585 1,204,374

資産合計 6,754,946 7,506,847
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 471 359

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 67,104 ※２ 67,104

未払金 1,195,158 1,251,627

未払法人税等 464,140 298,211

未払消費税等 145,500 116,683

ポイント引当金 382,770 379,265

その他 123,906 125,785

流動負債合計 2,379,052 2,239,037

固定負債   

長期借入金 ※２ 220,136 ※２ 213,032

預り保証金 60,000 30,000

固定負債合計 280,136 243,032

負債合計 2,659,188 2,482,069

純資産の部   

株主資本   

資本金 961,631 961,631

資本剰余金 980,984 969,436

利益剰余金 2,411,014 3,458,851

自己株式 △257,872 △365,141

株主資本合計 4,095,757 5,024,778

純資産合計 4,095,757 5,024,778

負債純資産合計 6,754,946 7,506,847
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

売上高 ※１ 13,796,280 ※１ 14,631,505

売上原価 715,669 955,972

売上総利益 13,080,610 13,675,532

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 11,068,311 ※２,※３ 11,698,687

営業利益 2,012,299 1,976,845

営業外収益   

受取利息 2,109 9,023

助成金収入 6,445 －

講演料 1,145 1,052

ポイント還元収入 2,097 2,251

業務受託料 1,085 728

消費税差額等 40 －

その他 61 47

営業外収益合計 12,985 13,102

営業外費用   

支払利息 2,172 2,073

固定資産除却損 － 15,943

支払手数料 672 826

株式報酬費用 163,397 142,858

為替差損 399 1,328

消費税差額等 － 1,907

その他 50 3,068

営業外費用合計 166,692 168,006

経常利益 1,858,593 1,821,942

特別利益   

負ののれん発生益 136 160

新株予約権戻入益 1,000 －

特別利益合計 1,136 160

特別損失   

臨時損失 ※４ 155,981 －

特別損失合計 155,981 －

税金等調整前当期純利益 1,703,748 1,822,102

法人税、住民税及び事業税 631,063 606,249

法人税等調整額 △4,811 60,095

法人税等合計 626,251 666,344

当期純利益 1,077,496 1,155,758

親会社株主に帰属する当期純利益 1,077,496 1,155,758
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

当期純利益 1,077,496 1,155,758

包括利益 1,077,496 1,155,758

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,077,496 1,155,758
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

      （単位：千円）

 株主資本
新株予約権 純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 877,012 896,365 1,480,286 － 3,253,664 1,000 3,254,664

当期変動額        

剰余金の配当   △146,768  △146,768  △146,768

親会社株主に帰属する当期純
利益   1,077,496  1,077,496  1,077,496

譲渡制限付株式報酬 84,618 84,618   169,237  169,237

自己株式の取得    △257,872 △257,872  △257,872

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

     △1,000 △1,000

当期変動額合計 84,618 84,618 930,728 △257,872 842,093 △1,000 841,093

当期末残高 961,631 980,984 2,411,014 △257,872 4,095,757 － 4,095,757

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

      （単位：千円）

 株主資本
新株予約権 純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 961,631 980,984 2,411,014 △257,872 4,095,757 － 4,095,757

当期変動額        

剰余金の配当   △107,921  △107,921  △107,921

親会社株主に帰属する当期純
利益   1,155,758  1,155,758  1,155,758

譲渡制限付株式報酬  △11,547  154,594 143,047  143,047

自己株式の取得    △261,863 △261,863  △261,863

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

      －

当期変動額合計 － △11,547 1,047,836 △107,268 929,020 － 929,020

当期末残高 961,631 969,436 3,458,851 △365,141 5,024,778 － 5,024,778
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,703,748 1,822,102

減価償却費 25,591 46,509

のれん償却額 － 5,575

負ののれん発生益 △136 △160

株式報酬費用 163,397 142,858

貸倒引当金の増減額（△は減少） △130 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 20,020 △3,505

受取利息 △2,109 △9,023

支払利息 2,172 2,073

助成金収入 △6,445 －

固定資産除却損 － 15,943

新株予約権戻入益 △1,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 63,230 125,960

棚卸資産の増減額（△は増加） △10 △908

仕入債務の増減額（△は減少） △81 △112

未払金の増減額（△は減少） 65,439 42,893

未払消費税等の増減額（△は減少） △89,523 △35,171

預り金の増減額（△は減少） △571 2,017

預り保証金の増減額（△は減少） － △30,000

その他 45,471 △271,765

小計 1,989,063 1,855,288

利息の受取額 2,109 9,023

利息の支払額 △2,172 △2,073

法人税等の支払額 △436,914 △763,065

助成金の受取額 6,445 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,558,532 1,099,173

投資活動によるキャッシュ・フロー   

事業譲受による支出 － ※３ △0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
※２ 5,156 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
－ ※２ △23,417

投資有価証券の取得による支出 － △60,884

有形固定資産の取得による支出 △137,021 △92,920

無形固定資産の取得による支出 － △6,146

差入保証金の差入による支出 － △10

敷金保証金の返還による収入 1,148 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,716 △183,378

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △2,496 －

長期借入金の返済による支出 △72,133 △67,104

自己株式の取得による支出 △257,872 △261,863

配当金の支払額 △146,768 △107,921

財務活動によるキャッシュ・フロー △479,269 △436,889

現金及び現金同等物に係る換算差額 △341 2,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 948,203 481,055

現金及び現金同等物の期首残高 3,420,470 4,368,673

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,368,673 ※１ 4,849,729
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数

4社

主要な連結子会社名

　「第１　企業の概況　４　関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

　株式会社アンビリアルは、2025年４月１日の株式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりま

した。

 

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1）有価証券の評価基準及び評価方法

①　その他有価証券

　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。但し、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法

を採用しています。

　主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　 15年～38年

建物附属設備　　　　 ６年～15年

工具、器具及び備品　 ３年～15年

 

②　無形固定資産

　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しています。

 

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

②　ポイント引当金

　ユーザーに対して付与したポイントの利用によるギフト券等の交換費用に備えるため、当連結会計年

度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
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(4）重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。

 

①jigブラウザ及びオープンデータプラットフォームに係る収益は、主に顧客とのサービス利用契約に基

づいてサービスを提供する履行義務を負っております。当該サービス利用契約にて定められたサービス

の利用期間にわたって履行義務が充足されると判断し、そのサービスの利用期間に応じて収益を認識し

ております。

 

②ふわっち及びtopiaに係る収益は、顧客との販売契約に基づいてサービスを引き渡す履行義務を負って

おり、顧客がアイテムを購入した時点にて顧客へサービスを引き渡し、そのサービスに対する支配を獲

得して充足されると判断し、アイテム購入時点で収益を認識しております。

 

③VTuber事業及びIchigoJamに係る収益は、顧客との販売契約に基づいてサービスを引き渡す履行義務を

負っており、顧客に商品やサービスを引き渡した時点にてそのサービスに対する支配を獲得して充足さ

れると判断し、商品やサービスを引き渡した時点で収益を認識しております。

 

(5）のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

 

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。
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（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）

　ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

(1）概要

　国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるも

の。

 

(2）適用予定日

　2028年３月期の期首より適用予定であります。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。

 

 

（金融商品会計に関する会計基準）

・「金融商品会計に関する実務指針」（改正移管指針第９号　2025年３月11日）

 

(1）概要

　ベンチャーキャピタルファンド等に組み入れられた市場価格のない株式を時価評価することで、投資家に

対して有用な情報が提供されるように、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に

係る会計上の取扱いの見直しを定めるもの。

 

(2）適用予定日

　2027年３月期の期首より適用予定であります。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「金融商品会計に関する会計基準」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価

中であります。

 

 

（後発事象に関する会計基準）

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基準

委員会）

 

(1）概要

　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準

を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告書560実

務指針第１号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して

企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を

行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示

について定めたものであります。

 

(2）適用予定日

　2028年３月期の期首より適用予定であります。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「後発事象に関する会計基準」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。

 

（表示方法の変更）

（連結貸借対照表関係）
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　「前渡金」は、従来、連結貸借対照表上、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりましたが、重

要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。

　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた51,368

千円は、「前渡金」51,368千円として組み替えております。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　「棚卸資産の増減額（△は増加）」及び「仕入債務の増減額（△は減少）」は、従来、連結キャッシュ・

フロー計算書上、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりましたが、重

要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。

　この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「その他」に含めて表示していた△

91千円は、「棚卸資産の増減額（△は増加）」△10千円及び「仕入債務の増減額（△は減少）」△81千円と

して組み替えております。

 

（連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

有形固定資産の減価償却累計額 64,027千円 105,362千円

 

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

建物 379,072千円 368,016千円

土地 36,849 〃 36,849 〃

計 415,921千円 404,865千円

 

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

長期借入金

（１年以内返済予定を含む）
287,240千円 220,136千円

計 287,240千円 220,136千円

 

３　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行（前連結会計年度は４行）と当座貸越

契約を締結しております。

　連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

当座貸越限度額 700,000千円 500,000千円

借入実行残高 － 〃 － 〃

差引額 700,000千円 500,000千円
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（連結損益計算書関係）

※１．顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から

生じる収益を分解した情報」に記載しております。

 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

給与及び手当 377,218千円 509,660千円

広告宣伝費 928,773 〃 953,351 〃

決済手数料 1,862,617 〃 1,702,129 〃

ポイント引当金繰入額 6,086,964 〃 6,204,217 〃

貸倒引当金繰入額 △130 〃 － 〃

支払手数料 950,137 〃 1,299,549 〃

 

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

　 7,021千円 18,456千円

 

※４．臨時損失の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　当社連結子会社が運営するライブ配信サービス「ふわっち」におけるアイテム購入に関して、購入アイ

テムの使用後に、特定のユーザーによるプラットフォーム側での多数のリファンド（注）（以下、「本事

案」という。）が確認されました。本事案に関する当社見解として、リファンド対象となったアイテムは

当社サービス内の複数のライブ配信にて正常に使用されていることから当社は履行義務を果たしており、

本事案は悪質で不当なリファンドであります。

　また、当社は適切なアプリ運営を行い、一切の過失がなく、損害を被ったことから、当社はプラット

フォーマー及び経済産業省等に本事案を通告するとともに、弁護士及び警察等の関係各所へ相談を実施し

ており、継続して厳正に対処している状況であります。

　上記状況のもと、現時点において、主に本事案が発覚した2024年７月下旬迄のアイテム購入分を対象と

して、前連結会計年度においてリファンド対象となったアイテム購入分に係る売上の回収見込みが立って

いないことから、同期間に発生した本事案に係る売上未回収分（但し、決済手数料を控除）に相当する

155,981千円を臨時損失として特別損失に計上したものであります。

　なお、当社は本事案に対する上記を含めた諸対策を講じたことで、本事案の発覚以降においては本事案

を防止できている状況であります。

　（注）リファンドとは、購入したアイテムに関して一定期間内に返金する（払い戻す）ことを意味しま

す。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

　該当事項はありません。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 42,054,000 514,400 － 42,568,400

（変動事由の概要）

2024年７月18日付けの取締役会決議による譲渡制限付株式報酬としての新株式発行　900,000株

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） － 900,000 － 900,000

（変動事由の概要）

2024年８月14日付けの取締役会決議による自己株式の取得　900,000株

 

３．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

第４回ストック・オプショ

ンとしての新株予約権
普通株式 － － － － －

第５回ストック・オプショ

ンとしての新株予約権
普通株式 － － － － －

第７回新株予約権 普通株式 2,500 － 2,500 － －

合計 2,500 － 2,500 － －

（注）　目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。

 

（変動事由の概要）

2024年５月14日付けの取締役会決議による第７回新株予約権の消滅　2,500株

 

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2024年６月25日

定時株主総会
普通株式 146,768 3.49 2024年３月31日 2024年６月26日

 

(2）基準日が前連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年６月25日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 107,921 2.59 2025年３月31日 2025年６月26日
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当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 42,568,400 － － 42,568,400

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 900,000 1,000,000 539,800 1,360,200

（変動事由の概要）

2025年７月17日付けの取締役会決議による譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分　539,800株

2025年８月13日付けの取締役会決議による自己株式の取得　1,000,000株

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年６月25日

定時株主総会
普通株式 107,921 2.59 2025年３月31日 2025年６月26日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

次の剰余金の配当に関する事項は、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の決議事項となっておりま

す。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2026年６月23日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 120,740 2.93 2026年３月31日 2026年６月24日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

現金及び預金 4,368,673千円 4,849,729千円

現金及び現金同等物 4,368,673千円 4,849,729千円

 

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　当連結会計年度において株式の取得により新たに連結子会社になった株式会社C Inc.の資産及び負債

の金額は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

　当連結会計年度において株式の取得により新たに連結子会社になった株式会社アンビリアルの資産及

び負債の金額は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

※３　現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受けにかかる資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

　当連結会計年度において株式会社ENILISより譲受けた事業の資産及び負債の金額は、重要性が乏しい

ため、記載を省略しております。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、必要な資金は自己資金及び借入金で賄っております。一時的な余資につきましては普

通預金で保有しております。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　営業債務である未払金、未払法人税等、未払消費税等及び預り金は、１年以内の支払期日であります。

　敷金保証金は、主に取引保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。

　長期借入金は、設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について主要な取引先の状況を定期的にモニタリン

グし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。

 

②　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理して

おります。

 

③　金利に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　長期借入金については、金利の変動リスクを回避するため固定金利により調達しております。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することもあります。

 

(5）信用リスクの集中

　当期の連結決算日現在における営業債権のうち75.3％（前連結会計年度末72.5％）が、特定の大口顧客

に対するものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価
（千円）

差額
（千円）

敷金保証金※２ 191,714 189,845 △1,868

長期借入金※３ 287,240 284,640 △2,599

※１　「現金及び預金」「売掛金」「未収入金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」「預り金」について

は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略

しております。

※２　１年内回収予定の敷金保証金を含めております。

※３　１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価
（千円）

差額
（千円）

敷金保証金※２ 189,319 159,422 △29,896

長期借入金※３ 280,136 268,394 △11,741

※１　「現金及び預金」「売掛金」「未収入金」「前渡金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」「預り金」

については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注

記を省略しております。

※２　１年内回収予定の敷金保証金を含めております。

※３　１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

※４　連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については含めておりま

せん。当該出資の連結貸借対照表計上額は60,884千円であります。

 

（注１）　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 4,368,673 － － －

売掛金 1,203,711 － － －

未収入金 6,805 － － －

合計 5,579,190 － － －

　敷金保証金は、回収日が確定していないため、上表には記載しておりません。

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 4,849,729 － － －

売掛金 1,100,641 － － －

未収入金 49,176 － － －

合計 5,999,547 － － －

　敷金保証金は、回収日が確定していないため、上表には記載しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社ｊｉｇ．ｊｐ(E38201)

有価証券報告書

 69/105



（注２）　長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 67,104 67,104 64,433 62,532 26,067 －

合計 67,104 67,104 64,433 62,532 26,067 －

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 67,104 64,433 122,532 26,067 － －

合計 67,104 64,433 122,532 26,067 － －

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金保証金 － 189,845 － 189,845

長期借入金 － 284,640 － 284,640

 

当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金保証金 － 159,422 － 159,422

長期借入金 － 268,394 － 268,394

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金保証金

これらの時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等の利率を基に、割引現在価値法により算定

しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定してお

り、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

　　　　　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

 

２．放棄により利益として計上した金額

 前連結会計年度 当連結会計年度

新株予約権戻入益 1,000千円 -千円

 

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

　　該当事項はありません。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2025年３月31日）
 

当連結会計年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産    

減価償却超過額 12,253千円  9,283千円

ポイント引当金 131,121 〃  133,159 〃

税務上の繰延資産 2,007 〃  － 〃

未払賞与 25,691 〃  21,851 〃

未払法定福利費 4,009 〃  3,405 〃

貸倒引当金 13,372 〃  13,372 〃

未払事業税 42,232 〃  30,422 〃

資産除去債務 689 〃  1,724 〃

未払費用 10,621 〃  12,009 〃

株式報酬費用 49,178 〃  65,655 〃

税務上の繰越欠損金（注１） 197,715 〃  412,145 〃

商品評価引当金 － 〃  2,505 〃

その他 4,358 〃  18,742 〃

繰延税金資産小計 493,251千円  724,277千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注１） △136,435 〃  △412,145 〃

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △21,249 〃  △34,583 〃

評価性引当額小計（注２） △157,685千円  △446,728千円

繰延税金資産合計 335,565千円  277,549千円

    

繰延税金負債    

差額負債調整勘定 － 千円  △2,078千円

繰延税金負債合計 － 千円  △2,078千円

    

繰延税金資産純額 335,565千円  275,470千円

（注）１．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2025年３月31日）

（単位：千円）
 

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠

損金 (a）
61,279 59,545 － 24,998 22,911 28,980 197,715

評価性引当額 △40,074 △19,470 － △24,998 △22,911 △28,980 △136,435

繰延税金資産 21,204 40,074 － － － － (b）61,279

(a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b）当該繰延税金資産61,279千円は、当社グループにおける税務上の繰越欠損金の残高197,715千円（法定実効税率を

乗じた額）の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、主に株

式会社jig.jpにおいて2017年３月期に税引前当期純損失1,095,940千円を計上したことにより生じたものでありま

す。

(c）税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金の控除見込年度に

おいて、控除見込額相当の一時差異等加減算調整前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれることによるもので

あります。
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当連結会計年度（2026年３月31日）

（単位：千円）
 

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠

損金 (a）
25,178 － 41,521 44,703 54,194 246,547 412,145

評価性引当額 △25,178 － △41,521 △44,703 △54,194 △246,547 △412,145

繰延税金資産 － － － － － － －

(a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

　　　２．当連結会計年度について、評価性引当額に重要な変動が生じた主な理由は、株式会社アンビリアルの税務上

の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加によるものであります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2025年３月31日）
 

当連結会計年度
（2026年３月31日）

法定実効税率 30.5％  30.5％

（調整）    

繰越欠損金の期限切れ －％  1.5％

税額控除 －％  △1.4％

税率変更による影響額 △0.4％  △0.3％

評価性引当額の増減額 3.0％  2.3％

親会社と子会社の税率差異 3.5％  3.5％

その他 0.8％  0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.3％  36.6％
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（企業結合等関係）

　　　　　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（資産除去債務関係）

　東京本社事務所の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識

しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　なお、当連結会計年度末における資産除去債務は、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関

する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その金額を費用に計上する方法に

よっております。

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
 

 報告セグメント

 一般消費者向け関連事業
自治体向け・企業向け

関連事業
計

一時点で移転される財又はサービス 13,673,512 1,097 13,674,610

一定の期間にわたり移転される財又は

サービス
100,070 21,598 121,669

顧客との契約から生じる収益 13,773,583 22,696 13,796,280

外部顧客への売上高 13,773,583 22,696 13,796,280

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
 

 報告セグメント

 一般消費者向け関連事業
自治体向け・企業向け

関連事業
計

一時点で移転される財又はサービス 14,531,911 654 14,532,565

一定の期間にわたり移転される財又は

サービス
80,974 17,964 98,939

顧客との契約から生じる収益 14,612,886 18,618 14,631,505

外部顧客への売上高 14,612,886 18,618 14,631,505

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表等　注記事項　（連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項）　４．会計方針に関する事項　(4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りで

す。

 

EDINET提出書類

株式会社ｊｉｇ．ｊｐ(E38201)

有価証券報告書

 76/105



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、一般消費者向け関連事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しい

ため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

Apple Inc. 2,776,079 一般消費者向け関連

Google Inc. 1,871,075 一般消費者向け関連

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 4,010,396 一般消費者向け関連

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

Apple Inc. 2,272,094 一般消費者向け関連

Google Inc. 1,770,139 一般消費者向け関連

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 5,124,841 一般消費者向け関連

PayPay株式会社 3,013,522 一般消費者向け関連
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

　当社グループは、一般消費者向け関連事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏し

いため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　当社グループは、一般消費者向け関連事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏し

いため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

　当社グループは、一般消費者向け関連事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏し

いため、記載を省略しております。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　該当事項はありません。

 

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　該当事項はありません。

 

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１　関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　該当事項はありません。

 

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　該当事項はありません。

 

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

１株当たり純資産額 98.29円 121.94円

１株当たり当期純利益 25.69円 27.78円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円 －円

（注）１．前連結会計年度及び当連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 1,077,496 1,155,758

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益

（千円）
1,077,496 1,155,758

普通株式の期中平均株式数（株） 41,938,973 41,606,028

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

（うち新株予約権（株）） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

の概要

－ －

 

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2025年３月31日）
当連結会計年度
（2026年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 4,095,757 5,024,778

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

（うち新株予約権（千円）） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 4,095,757 5,024,778

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（株）
41,668,400 41,208,200
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（重要な後発事象）

（取得による企業結合）

　当社は、2026年４月20日開催の取締役会において、株式会社バチェラーデート（以下「バチェラーデート社」

といいます。）の全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしました。

 

株式取得の概要

(１)被取得企業の名称、事業の内容及び規模

　被取得企業の名称：株式会社バチェラーデート

　事業内容：マッチングアプリ「バチェラーデート」の開発・運営

　資本金：５百万円

 

(２)株式取得の目的

　バチェラーデート社は、2021年に設立され、審査制マッチングサービス「バチェラーデート」を運営してまい

りました。同社は、デート相手の提案・調整を行い、従来の「いいね」「メッセージ」等のプロセスを原則不要

とする“デートから始まる”マッチング体験を提供することで着実にユーザー数を拡大させております。

　バチェラーデート社の更なる事業拡大に必要なマーケティングやサービス運営に関する知見やノウハウ、及び

エンジニアリソースについて、当社が長年培ってきたものを投下することで、同社の成長を加速させることがで

きると考えております。

　また、本株式取得を通じて新たな収益基盤を獲得することは、当社グループの中長期的な企業価値向上に資す

ると判断し、本株式取得を決定いたしました。

 

(３)株式取得の相手先の名称

　望月 佑紀

 

(４)株式取得の時期

　2026年４月30日

 

(５)取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

　取得する株式の数：50,000株

　取得価額：本件株式及びアドバイザリー費用等 3,483百万円

　取得後の持分比率：100％

 

 

（多額な資金の借入）

　当社は、株式会社バチェラーデートの株式取得資金として、2026年４月24日開催の取締役会において、以下の

とおり株式取得のための借入の実行を決議しております。

 

１. 資金調達の概要

（１）借入先 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行

（２）借入金額 17億4,000万円 8億7,000万円 8億7,000万円

（３）借入実行日 2026年５月１日 2026年４月30日 2026年４月30日

（４）借入期間 ７年 ７年 ７年

（５）借入利率
基準金利＋スプレッド

(変動金利)

基準金利＋スプレッド

(変動金利)

基準金利＋スプレッド

(変動金利)

（６）返済方法 元金均等返済 元金均等返済 元金均等返済

（７）担保の内容 無担保 無担保 無担保
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 67,104 67,104 0.66 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 220,136 213,032 0.63
2027年８月１日～

2029年８月１日

合計 287,240 280,136 － －

（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総

額

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 64,433 122,532 26,067 －

 

【資産除去債務明細表】

　明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載

を省略しております。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 （千円） 7,359,301 14,631,505

税金等調整前中間（当期）純利益 （千円） 987,773 1,822,102

親会社株主に帰属する中間（当期）純利益 （千円） 630,823 1,155,758

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 15.09 27.78
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,433,175 796,265

売掛金 ※１ 301,620 ※１ 304,234

立替金 ※１ 146,706 ※１ 162,087

前渡金 28 208,138

その他 39,090 93,494

流動資産合計 1,920,621 1,564,219

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※２ 461,630 ※２ 444,726

工具、器具及び備品（純額） 62,263 55,076

土地 ※２ 36,849 ※２ 76,853

建設仮勘定 － 39,247

有形固定資産合計 560,743 615,903

無形固定資産   

商標権 335 6,363

ソフトウエア 3,083 2,083

無形固定資産合計 3,418 8,446

投資その他の資産   

投資有価証券 － 60,884

関係会社株式 412,253 442,253

敷金保証金 68,714 65,414

関係会社長期貸付金 110,354 205,354

繰延税金資産 140,997 96,833

その他 457 1,052

貸倒引当金 △89,740 △163,594

投資その他の資産合計 643,037 708,198

固定資産合計 1,207,198 1,332,548

資産合計 3,127,820 2,896,768
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

負債の部   

流動負債   

ポイント引当金 407 22

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 67,104 ※２ 67,104

未払金 ※１ 137,795 ※１ 176,234

未払費用 116,394 106,772

未払法人税等 23,086 11,317

未払消費税等 3,143 26,881

その他 6,595 18,389

流動負債合計 354,527 406,722

固定負債   

長期借入金 ※２ 220,136 ※２ 153,032

固定負債合計 220,136 153,032

負債合計 574,663 559,754

純資産の部   

株主資本   

資本金 961,631 961,631

資本剰余金   

資本準備金 929,381 929,381

その他資本剰余金 51,603 40,055

資本剰余金合計 980,984 969,436

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 868,412 771,087

利益剰余金合計 868,412 771,087

自己株式 △257,872 △365,141

株主資本合計 2,553,156 2,337,014

純資産合計 2,553,156 2,337,014

負債純資産合計 3,127,820 2,896,768
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②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

売上高 ※１ 1,095,473 ※１ 1,323,295

売上原価 77,717 175,528

売上総利益 1,017,755 1,147,767

販売費及び一般管理費 ※２ 720,691 ※２ 869,878

営業利益 297,063 277,888

営業外収益   

受取利息 ※１ 999 ※１ 3,461

受取家賃 26,280 26,280

助成金収入 6,445 －

その他 653 678

営業外収益合計 34,379 30,419

営業外費用   

支払利息 2,131 1,773

貸倒引当金繰入額 22,833 73,853

支払手数料 672 826

株式報酬費用 163,397 142,858

その他 112 1,213

営業外費用合計 189,147 220,525

経常利益 142,295 87,783

特別利益   

負ののれん発生益 － 160

新株予約権戻入益 1,000 －

特別利益合計 1,000 160

税引前当期純利益 143,295 87,943

法人税、住民税及び事業税 60,165 33,182

法人税等調整額 30,645 44,164

法人税等合計 90,811 77,347

当期純利益 52,484 10,596
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  － － － －

Ⅱ　労務費  25,940 33.4 29,718 16.9

Ⅲ　経費 ※１ 51,776 66.6 145,810 83.1

当期総仕入高  77,717 100.0 175,528 100.0

仕掛品期首棚卸高  －  －  

合計  77,717  175,528  

仕掛品期末棚卸高  －  －  

当期売上原価  77,717  175,528  

（注）※１　主な内訳は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

サーバー管理費（千円） 9,443 10,330

開発原価（千円） 3,859 8,004

外注費（千円） 38,474 119,787

 

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

    （単位：千円）

 株主資本

 
資本金

資本剰余金

 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 877,012 844,762 51,603 896,365

当期変動額     

剰余金の配当     

当期純利益     

譲渡制限付株式報酬 84,618 84,618  84,618

自己株式の取得     

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

    

当期変動額合計 84,618 84,618 － 84,618

当期末残高 961,631 929,381 51,603 980,984

 

       

 株主資本

新株予約権 純資産合計

 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
その他
利益剰余金

利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 962,696 962,696 － 2,736,074 1,000 2,737,074

当期変動額       

剰余金の配当 △146,768 △146,768  △146,768  △146,768

当期純利益 52,484 52,484  52,484  52,484

譲渡制限付株式報酬    169,237  169,237

自己株式の取得   △257,872 △257,872  △257,872

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

    △1,000 △1,000

当期変動額合計 △94,283 △94,283 △257,872 △182,918 △1,000 △183,918

当期末残高 868,412 868,412 △257,872 2,553,156 － 2,553,156
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当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

    （単位：千円）

 株主資本

 
資本金

資本剰余金

 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 961,631 929,381 51,603 980,984

当期変動額     

剰余金の配当     

当期純利益     

譲渡制限付株式報酬   △11,547 △11,547

自己株式の取得     

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

    

当期変動額合計 － － △11,547 △11,547

当期末残高 961,631 929,381 40,055 969,436

 

       

 株主資本

新株予約権 純資産合計

 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
その他
利益剰余金

利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 868,412 868,412 △257,872 2,553,156 － 2,553,156

当期変動額       

剰余金の配当 △107,921 △107,921  △107,921  △107,921

当期純利益 10,596 10,596  10,596  10,596

譲渡制限付株式報酬   154,594 143,047  143,047

自己株式の取得   △261,863 △261,863  △261,863

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

     －

当期変動額合計 △97,325 △97,325 △107,268 △216,141 － △216,141

当期末残高 771,087 771,087 △365,141 2,337,014 － 2,337,014
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【注記事項】

（重要な会計方針）

1. 資産の評価基準及び評価方法

　(1）有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式………………　　移動平均法による原価法

②　その他有価証券…………　　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引

法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

2. 固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産……………　　定率法を採用しております。但し、2016年４月１日以降に取得した建物附

属設備については、定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　15年～38年

建物附属設備　　　　６年～15年

工具、器具及び備品　３年～15年

(2）無形固定資産……………　　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しています。

 

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金…………………　　売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

4. 収益及び費用の計上基準

　jigブラウザ、経営指導料及び管理業務受託に係る収益は、主に顧客との契約に基づいてサービスを提供

する履行義務を負っております。当該各契約にて定められたサービスの利用・提供期間にわたって履行義務

が充足されると判断し、そのサービスの利用・提供期間に応じて収益を認識しております。

　VTuber事業に係る収益は、顧客との販売契約に基づいてサービスを引き渡す履行義務を負っており、顧客

に商品やサービスを引き渡した時点にてそのサービスに対する支配を獲得して充足されると判断し、商品や

サービスを引き渡した時点で収益を認識しております。

　当社は子会社とのライセンス契約によって、当社の保有する知的財産を使用する権利を子会社に提供して

おります。当該ライセンスの供与により、当社の子会社が権利を有している知的財産に著しく影響を与える

活動を当社が行うことは契約により定められておらず、また当社の子会社により合理的に期待されてもいな

いと想定されます。さらに、当社の活動は当社の子会社が権利を有している知的財産に直接的に影響を与え

ないと考えられます。そのため、知的財産を使用する権利（使用権）として、子会社がライセンスを使用し

てライセンスから便益を享受できるようになった時点で収益（ライセンス収入）を認識しております。
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（重要な会計上の見積り）

１．関係会社株式

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

関係会社株式 412,253 442,253

 

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　関係会社株式の評価は、原価法を採用しております。実質価額が著しく低下した場合の関係会社株式に

対する評価については、事業計画をもとに実質価額の回復可能性を検討しておりますが、将来の予測不能

な事業環境の著しい悪化等により見積りに用いた仮定が変化し、当該関係会社の経営成績及び財政状態が

さらに悪化した場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性

があります。

 

 

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。
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（表示方法の変更）

（貸借対照表関係）

　「前渡金」は、従来、貸借対照表上、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりましたが、重要性

が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた28千円は、「前

渡金」28千円として組み替えております。
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（貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

短期金銭債権 451,721千円 460,871千円

短期金銭債務 1,518 〃 2,758 〃

 

※２　担保に供している資産及び担保に係る債務

(1）担保に供している資産

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

建物 379,072千円 368,016千円

土地 36,849 〃 36,849 〃

計 415,921千円 404,865千円

 

(2）担保に係る債務

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

長期借入金（１年以内返済予定を含む） 287,240千円 220,136千円

計 287,240千円 220,136千円

 

※３　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行（前事業年度は３行）と当座貸越契

約を締結しております。

　事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

当座貸越限度額 500,000千円 500,000千円

借入実行残高 － 〃 － 〃

差引額 500,000千円 500,000千円
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

営業取引による取引高   

売上高 1,067,519千円 1,145,395千円

営業取引以外の取引による取引高 26,363 〃 27,281 〃

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

役員報酬 84,460千円 84,496千円

給与及び手当 191,951 〃 220,211 〃

広告宣伝費 8,584 〃 38,773 〃

決済手数料 1,429 〃 2,290 〃

減価償却費 25,417 〃 32,680 〃

支払手数料 94,721 〃 115,199 〃

福利厚生費 94,015 〃 123,096 〃

 

おおよその割合   

販売費 1.4％ 4.7％

一般管理費 98.6〃 95.3〃

 

（有価証券関係）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。

　なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

（単位：千円）
 

区分 2025年３月31日

関係会社株式 412,253

計 412,253

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

　関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。

　なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

（単位：千円）
 

区分 2026年３月31日

関係会社株式 442,253

計 442,253
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2025年３月31日）
 

当事業年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産    

減価償却超過額 3,799千円  2,491千円

ポイント引当金 － 〃  6 〃

未払賞与 8,049 〃  6,880 〃

税務上の繰延資産 2,007 〃  5,410 〃

未払法定福利費 1,297 〃  1,099 〃

貸倒引当金 28,142 〃  51,303 〃

未払事業税 3,108 〃  2,663 〃

資産除去債務 － 〃  1,724 〃

未払費用 10,621 〃  12,009 〃

株式報酬費用 49,178 〃  65,655 〃

税務上の繰越欠損金 101,354 〃  － 〃

商品評価引当金 － 〃  2,505 〃

その他 5,485 〃  5,840 〃

繰延税金資産小計 213,044千円  157,591千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △40,074 〃  － 〃

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △31,972 〃  △58,679 〃

評価性引当額小計 △72,046千円  △58,679千円

繰延税金資産合計 140,997千円  98,911千円

    

繰延税金負債    

差額負債調整勘定 －千円  △2,078千円

繰延税金負債合計 －千円  △2,078千円

    

繰延税金資産純額 140,997千円  96,833千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2025年３月31日）
 

当事業年度
（2026年３月31日）

法定実効税率 30.5％  30.5％

（調整）    

繰越欠損金の期限切れ －％  30.8％

税額控除 －％  △6.5％

税率変更による影響額 △2.7％  △0.7％

住民税均等割等 1.4％  3.8％

評価性引当額の増減 33.7％  30.4％

その他 0.5％  △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.4％  88.0％

 

（企業結合等関係）

　　　　　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

 

（重要な後発事象）

（取得による企業結合）

　連結注記表の「重要な後発事象に関する注記（取得による企業結合）」に同一の内容を記載しているため、

注記を省略しております。

 

（多額な資金の借入）

　連結注記表の「重要な後発事象に関する注記（多額な資金の借入）」に同一の内容を記載しているため、注

記を省略しております。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
 

区分 資産の種類
期首帳簿
価額

当期増加額 当期減少額
当期償却
額

期末帳簿
価額

減価償却
累計額

期末取得
原価

有形
固定
資産

建物及び建物附属設備 461,630 690 － 17,594 444,726 59,884 504,610

土地 36,849 40,003 － － 76,853 － 76,853

工具、器具及び備品 62,263 6,781 － 13,968 55,076 35,705 90,782

建設仮勘定 － 39,247 － － 39,247 － 39,247

計 560,743 86,723 － 31,562 615,903 95,590 711,493

無形
固定
資産

商標権 335 6,146 － 118 6,363   

ソフトウェア 3,083 － － 1,000 2,083   

計 3,418 6,146 － 1,118 8,446   

注１．記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

注２．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

土地　　福井本店増築に係る土地の購入　　　40,003千円

工具、器具及び備品　　PC等　　　　　　　　 6,781千円

建設仮勘定　　福井本店増築に係る建設費用　39,247千円

 

【引当金明細表】

（単位：千円）
 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

貸倒引当金 89,740 73,853 － 163,594

ポイント引当金 407 515 900 22

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３か月以内

基準日 毎年３月31日

剰余金の配当の基準日
毎年９月30日

毎年３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。

ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、

日本経済新聞に掲載しております。

当社の公告掲載URLは次のとおりであります。

https://jig.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定めております。

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第22期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）2025年６月23日北陸財務局長に提出

 

(2）有価証券報告書の訂正報告書及びその添付書類並びに確認書

2025年７月９日北陸財務局長に提出

事業年度　第22期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその添

付書類並びに確認書であります。

 

(3）内部統制報告書及びその添付書類

2025年６月23日北陸財務局長に提出

 

(4）半期報告書及び確認書

事業年度　第23期中（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）2025年11月13日北陸財務局長に提出

 

(5）臨時報告書

2025年６月26日北陸財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ

く臨時報告書

2025年７月17日北陸財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づ

く臨時報告書

2026年４月20日北陸財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づ

く臨時報告書

 

(6）自己株券買付状況報告書

報告期間（自2025年８月１日　至2025年８月31日）2025年９月５日　北陸財務局長に提出

報告期間（自2025年９月１日　至2025年９月30日）2025年10月３日　北陸財務局長に提出

報告期間（自2025年10月１日　至2025年10月31日）2025年11月７日　北陸財務局長に提出

報告期間（自2025年11月１日　至2025年11月30日）2025年12月１日　北陸財務局長に提出

報告期間（自2025年12月１日　至2025年12月31日）2026年１月13日　北陸財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

2026年６月22日
 

株式会社jig.jp
 

 取締役会　御中  

 

 太陽有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 島津　慎一郎

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 尾形　隆紀

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社jig.jpの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社jig.jp及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

　注記事項「重要な後発事象（取得による企業結合）」に記載されているとおり、会社は、2026年4月20日開催の取締役

会において、株式会社バチェラーデートの全株式を取得し、子会社化することについて決議している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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ライブ配信事業における収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社グループは、株式会社jig.jp及び連結子会社４社に

より構成されており、主に、一般消費者向け関連事業及び

自治体向け・企業向け関連事業に取り組んでいる。

　一般消費者向け関連事業は、主に、ライブ配信事業で構

成され、連結子会社である株式会社A Inc.がライブ配信

サービス「ふわっち」を提供している。注記事項（収益認

識関係）に記載されているとおり、一般消費者向け関連事

業に係る外部顧客への売上高は14,612,886千円であり、連

結売上高14,631,505千円に対して99.9％を占めているが、

その大半がライブ配信サービス「ふわっち」によるもので

ある。

　ライブ配信サービス「ふわっち」に係る収益について

は、注記事項「（連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項）４．会計方針に関する事項（４）重要な収益及

び費用の計上基準」に記載のとおり、顧客がアイテムを購

入した時点で、サービスに対する支配を顧客が獲得し、履

行義務を充足したと判断されるため、顧客のアイテム購入

時点で収益が認識される。

　視聴者のアイテム購入は、多数の少額取引により構成さ

れ、自社開発システムであるライブ配信サービス「ふわっ

ち」の管理システムに記録される。また、売上高はその情

報に基づき会計システムへ入力される。

　ライブ配信サービス「ふわっち」に係る売上計上プロセ

スは、当該管理システムに依存しており、当該管理システ

ムが正しく機能しない場合、連結財務諸表に影響を及ぼす

可能性がある。

　以上より、当監査法人は、ライブ配信事業における収益

認識を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断し

た。

　当監査法人は、ライブ配信事業における収益認識を検討

するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

（１）内部統制の評価

・　当監査法人内のIT専門家を監査チームに含め、「ふ

わっち」の管理システム及び会計システムについて、開

発・変更管理、アクセス権管理、運用管理等のIT全般統

制の有効性を評価した。

・　取引開始から収益計上に至るまでの業務フロー全般

を理解した。特に、ITシステムにおけるデータ連携、処

理プロセス及び自動化された業務処理統制を理解し、IT

システム全体のデータインテグリティを担保するために

構築された内部統制の有効性を評価した。

・　「ふわっち」の管理システムと会計システムの売上

情報の照合及び、入力統制等の手動による統制に関連す

る売上計上プロセスに係る内部統制の有効性を評価し

た。

・　「ふわっち」の管理システムについて、下記の手続

により自動化された業務処理統制の有効性を評価した。

　－　　「ふわっち」のテスト環境において、支払方法

ごとのアイテム購入データを入力し、「ふわっ

ち」の管理システム内での売上金額が正しく集計

されることを確かめた。

　－　　本番環境とテスト環境のプログラムリリース履

歴を閲覧し、両環境に同一のプログラムがリリー

スされていることをもって本番環境とテスト環境

の同一性を確かめた。

（２）実証手続

・　収益依存度の大きいプラットフォーム事業者である

Apple Inc.及びGoogle Inc.に関し、事業者ごとの入金

合計額と「ふわっち」の管理システムから出力された売

上データの合計額の一致を確かめた。

・　金額的・質的重要性を勘案して抽出した売上取引に

ついて、「ふわっち」の管理システムから出力した取引

先別の売上データと会計データとの突合を行った。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に

関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社jig.jpの2026年３月

31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社jig.jpが2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統

制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に

係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
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任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上

の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用

される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監

査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の状

況】に記載されている。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以上

（注）１　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

2026年６月22日
 

株式会社jig.jp
 

 取締役会　御中  

 

 太陽有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 島津　慎一郎

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 尾形　隆紀

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社jig.jpの2025年４月１日から2026年３月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

jig.jpの2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

　注記事項「重要な後発事象（取得による企業結合）」に記載されているとおり、会社は、2026年4月20日開催の取締役

会において、株式会社バチェラーデートの全株式を取得し、子会社化することについて決議している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

　当監査法人は、監査報告書において報告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
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利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）１　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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